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津市健康保険条例施行規則の一部を改正する規則



津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年８月２９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

津市規則第３３号 

   津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市国民健康保険条例施行規則（平成１８年津市規則第１１３号）の一部を

次のように改正する。 

第２６条を次のように改める。 

（高額療養費の支給申請等） 

第２６条 法施行規則第２７条の１６第１項の高額療養費支給申請書は、国民

健康保険高額療養費支給申請書（第１３号様式）によるものとする。 

２ 法施行規則第２７条の１７の２第１項の高額療養費支給申請書は、国民健

康保険高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己負担額証明書交付申請

書（第１３号様式の２）によるものとする。 

３ 法施行規則第２７条の１６第１項及び第２７条の１７の２第１項の規定に

よる高額療養費支給申請書の提出は、市長が別に定めるところにより省略す

ることができる。 

 第２６条の２中「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付

申請書（第１３号様式の２）」を「国民健康保険高額介護合算療養費等支給申

請書兼自己負担額証明書交付申請書（第１３号様式の３）」に改める。 

 第１３号様式中「被保険者証番号」を「記号番号」に、 

※世帯主以外の口座にお振込みする場合のみ「委任状」への記入・押印が必要です。 

                                  世帯主による自署であれば、押印は不要です。 

委 任 状 

上記申請の高額療養費の受領を上記口座名義人に委任します。     年  月  日 

委 任 者   住所                               

（世 帯 主）  氏名                               

※ 世帯主以外の口座にお振込みする場合のみ「委任状」への記入・押印が必要です。 

※ 世帯主の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。           

を 

「 

○印  

」



※ 世帯主以外の方の預金口座を御利用される方は、次の委任状に御記入ください。 

委 任 状 

上記申請の高額療養費の受領を上記口座名義人に委任します。    年  月  日 

委 任 者  住所                                

（世 帯 主） 氏名                                

  ※ 委任状の欄の世帯主の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。 

に改める。 

第１３号様式の２中「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書

交付申請書」を「国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額

証明書交付申請書」に、 

支給方法 

口座管理 

番号 

銀  行 

農  協 

信用金庫 

を 振込先 

銀  行 

信用金庫 

農  協 

に、 
１．口座振替 

２．小切手 

 

 

フリガナ 

 振込先口座 

管理番号 

を 

フリガナ 

 

に、 
口 座 

名義人 

  口 座 

名義人 

 

「※世帯主以外の方の預金口座へ振込みを希望される場合は、こちらの委任状

を御記入ください。」を「※ 世帯主以外の方の預金口座を御利用される方は、 

「    住所 

次の委任状に御記入ください。」に改め、 代理人    を削り、「私は上 

                        氏名」 

記代理人に、この高額介護合算療養費等支給申請兼自己負担額証明書交付申請

により受ける高額介護合算療養費（高額医療合算介護（介護予防）サービス費）

に関する一切の権限を委任します。」を「この国民健康保険高額介護合算療養

費等支給申請兼自己負担額証明書交付申請により受ける高額介護合算療養費

（高額医療合算介護(介護予防)サービス費）の給付に関する一切の権限を、上

記口座名義人に委任します。」に改め、同様式を第１３号様式の３とし、第１

３号様式の次に次の１様式を加える。 

  

「 

」

「 

」」

「 

」 」

「 「 

○印  



 

  



附 則 

この規則は、令和５年９月１日から施行する。 



津市告示第２３５号 

 下記の者の国民健康保険料差押調書謄本、配当計算書謄本及び充当通知書

は、住所居所不明のため送達することができないので、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和５年８月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇 〇〇 〇〇〇

〇 

差押調書謄本、配当計

算書謄本及び充当通知

書 

 



津市告示第２３６号 

 下記の者の令和２年度から令和５年度までの固定資産税・都市計画税納税通

知書は、居所不明のため送達することができないので、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和５年８月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

 



津市告示第２３７号 

 令和５年第３回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  令和５年８月２１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 招集の日 

  令和５年８月２８日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

 



津市告示第２３８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により

告示する。 

  令和５年８月２４日 

 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 徴収する使用料 

  津市白山生活排水処理施設に係る使用料 

２ 委託先 

川口北区長 渡邉 壽美男 

川口中区長 山中 利彦 

川口南区長 西田 將徳 

大角区長 上田 真也 

双川区長 小林 洋之 

３ 委託期間 

  令和５年９月１日から令和６年３月３１日まで 



津市公告第１２５号 

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により、下記

のとおり公告します。 

令和５年８月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

１ 予防接種の種類 

新型コロナウイルス感染症 

２ 対象者の範囲 

接種を受ける日に住民基本台帳に記録されている者 

３ 予防接種を行う期間 

令和３年２月１７日から令和６年３月３１日まで 

４ 予防接種を行う場所 

 予防接種を行う場所は次のとおりです。なお、当該場所は、予防接種を開

始した後、追加、変更等が行われた全ての場所を含んでいます。 

⑴ 医療従事者等への接種を行う場所 

医療機関名 所在地 

永井病院 津市西丸之内２９番２９号 

三重大学医学部附属病院 津市江戸橋二丁目１７４番地 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 

三重病院 津市大里窪田町３５７番地 

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６番地 

岩崎病院 津市一身田町３３３番地 

井上内科病院 津市久居井戸山町７５９番地 

倉本病院倉本内科病院 津市下弁財町津興３０４０番地 

ＫＫＣ健康スクエアウエルネス三

重検診クリニック 

津市あのつ台四丁目１番地３ 

三重県立こころの医療センター 津市城山一丁目１２番１号 

三重県立子ども心身発達医療セン

ター 

津市大里窪田町３４０番地５ 



榊原病院 津市榊原町７７７番地 

榊原温泉病院 津市榊原町１０３３番地４ 

榊原白鳳病院 津市榊原町５６３０番地 

セントローズクリニック 津市新町一丁目５番１６号 

第二岩崎病院 津市一身田町３８７番地 

大門病院 津市大門１番３号 

武内病院 津市一色町２１５番地１ 

千里クリニック 津市河芸町東千里６番地１ 

津生協病院 津市船頭町津興１７２１番地 

東海眼科 津市羽所町３９９番地 

遠山病院 津市南新町１７番２２号 

久居病院 津市戸木町５０４３番地 

藤田医科大学七栗記念病院 津市大鳥町４２４番地１ 

三重県赤十字血液センター 津市桜橋二丁目１９１番地 

ヤナセクリニック 津市乙部５番３号 

吉田クリニック 津市栗真中山町７９番地５ 

若葉病院 津市南中央２８番１３号 

⑵ 高齢者への接種を行う場所 

介護老人保健施設名 所在地 

あのう 津市安濃町東観音寺３５３番地 

アルカディア 津市乙部１１番５号 

いこいの森 津市河芸町東千里３番地１ 

さくら苑 津市榊原町５６３０番地 

シルバーケア豊壽園 津市高茶屋小森上野町７３７番地 

芹の里 津市久居井戸山町７５９番地７ 

第二さくら苑 津市榊原町５５９９番地 

つつじの里 津市白山町二本木１１６３番地 

トマト 津市殿村８６０番地２ 

萩の原 津市久居井戸山町７５９番地 

万葉の里 津市一志町高野２３６番地５ 

万葉の里（ユニット型） 津市一志町高野２３６番地５ 

ロマン 津市芸濃町椋本６１７６番地 



⑶ 一般住民等への接種を行う場所 

ア 個別接種会場（１２歳以上の者の接種を行う会場） 

医療機関名 所在地 

赤塚クリニック 津市芸濃町椋本８９０番地１ 

飛鳥メディカルクリニック 津市乙部５番３号 

熱田小児科クリニック 津市大倉１１番１５号 

安濃中央クリニック 津市安濃町川西３３２番地 

あのつクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

天野医院 津市久居西鷹跡町４７５番地３ 

あめさら耳鼻咽喉科 津市観音寺町７９９番地７ 

荒木医院 津市安濃町安濃１３６６番地 

あらき内科クリニック 津市半田２０２番地５ 

津老人保健施設アルカディア 津市乙部１１番５号 

いぐち内科・消化器内科クリニ 

ック 

津市久居新町２１１５番地８ 

介護老人保健施設いこいの森 津市河芸町東千里３番地１ 

伊勢谷医院 津市安濃町川西５１番地５ 

イタミ内科・整形外科 津市本町８番１６号 

一志ささべクリニック 津市一志町高野２２９番地１ 

いとう内科胃腸科 津市丸之内１７番１４号 

稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 津市河芸町東千里１１１番地１ 

井上内科病院 津市久居井戸山町７５９番地 

いのもと医院 津市白山町南家城８８９番地５ 

岩尾こどもクリニック 津市河芸町杜の街一丁目１番地５ 

岩崎病院 津市一身田町３３３番地 

上島小児科 津市新町二丁目７番２８号 

上野内科 津市庄田町２０９０番地 

植村整形外科 津市藤方２５６６番地 

うめもとこどもクリニック 津市栄町一丁目８５７番地１ 

海野整形外科 津市安濃町粟加２２１２番地 

大川耳鼻咽喉科 津市中央１８番８号 

大北内科 津市久居東鷹跡町８２番地１０ 



おおにし呼吸器・糖尿病内科  

呼春の森診療所 

津市一身田上津部田１５８１番地 

１ 

大西内科ハートクリニック 津市半田３４３１番地５ 

大橋クリニック 津市桜橋三丁目６１番地４ 

奥田医院 津市半田１４８１番地２ 

奥田医院 津市久居東鷹跡町２６１番地３ 

おくだ内科クリニック 津市上浜町五丁目５７番地 

おくのクリニック 津市久居元町１７０９番地３ 

カサデマドレクリニック 津市安濃町戸島５６９番地８ 

加藤医院 津市藤方１５９０番地１ 

かわいクリニック 津市河芸町浜田６８８番地１ 

川浪内科 津市八町二丁目１５番９号 

河村クリニック 津市津興２９１１番地２ 

きのここどもクリニック 津市久居藤ヶ丘町２５９８番地３ 

草川医院 津市大里窪田町１７３５番地１ 

倉本内科病院 津市下弁財町津興３０４０番地 

コスモスクリニック 津市一志町小山１４３４番地２ 

幸和病院介護医療院 津市一身田町７６７番地 

小西ヒフ科医院 津市栄町二丁目４５７番地 

小渕医院 津市一志町高野２５４番地１ 

駒田医院 津市芸濃町林１９０番地２ 

こやま内科消化器科 津市久居新町３００６番地 ポル 

タひさい２Ｆ 

さいとう内科 津市新東町塔世２３番地 

榊原温泉病院 津市榊原町１０３３番地４ 

榊原白鳳病院 津市榊原町５６３０番地 

榊原病院 津市榊原町７７７番地 

坂口医院 津市垂水１８８９番地３０ 

坂倉内科医院 津市幸町４番６号 

坂の上クリニック 津市藤方１５４番地１ 

さの整形外科クリニック 津市観音寺町４４５番地１３ 

しおりの里クリニック 津市野田２０３３番地１ 



しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 津市大園町１０番４９号 

清水レディースクリニック 津市久居新町３００６番地 ポル 

タひさい１Ｆ 

白塚いけだクリニック 津市白塚町２０８０番地１ 

白塚診療所 津市白塚町３５６８番地４ 

新町整形外科診療所 津市大園町４番２９号 

世古口消化器内科なぎさまち診 

療所 

津市海岸町４番１０号 

洗心福祉会美杉クリニック 津市美杉町下之川５２９９番地１ 

セントローズクリニック 津市新町一丁目５番１６号 

第二岩崎病院 津市一身田町３８７番地 

大門病院 津市大門１番３号 

タカオカクリニック 津市河辺町３０４１番地６ 

高岡医院 津市一志町田尻６０３番地 

社会福祉法人高田福祉事業協会 

附属診療所 

津市大里野田町１１２４番地１ 

高茶屋クリニック 津市高茶屋小森上野町７３３番地 

津生協高茶屋診療所 津市高茶屋五丁目１１番４８号 

高野尾クリニック 津市高野尾町１８９０番地７６ 

たかはし耳鼻咽喉科 津市藤方１４６番地１ 

たかはし内科 津市西丸之内３８番１１号 

武内病院 津市一色町２１５番地１ 

たけうち内科クリニック 津市久居野村町８７２番地２ 

たじま泌尿器科皮フ科 津市鳥居町２７８番地６ 

たなか内科 津市観音寺町４４６番地７７ 

田中内科 津市久居新町８６７番地２ 

タナハシ医院 津市久居本町１３８８番地 

たにクリニック 津市河辺町３５４７番地１ 

千里クリニック 津市河芸町東千里６番地１ 

つおき高橋クリニック 津市三重町津興４３３番地８７ 

津さくらばしクリニック 津市桜橋三丁目４４６番地２０ 

津市家庭医療クリニック 津市美杉町奥津９２９番地 



津腎クリニック 津市北丸之内９２番地 

津生協病院 津市船頭町津興１７２１番地 

津生協病院附属診療所 津市船頭町津興３４５３番地 

津田クリニック 津市久居新町３００６番地 ポル 

タひさい２・３Ｆ 

津泌尿器科皮フ科診療所 津市中央２番１１号 

津ファミリークリニック 津市押加部町１６番４６号 

津みなみクリニック 津市久居野村町６００番地２ 

寺田医院 津市野田７７８番地１ 

寺西胃腸科内科クリニック 津市野田３６番地１０ 

東海眼科 津市羽所町３９９番地 

とうかい整形外科かわげ 津市河芸町西千里２７３番地１ 

トータルサポートクリニック津 津市丸之内１７番８号 東丸之内 

ビル２Ｆ 

遠山病院 津市南新町１７番２２号 

刀根クリニック 津市香良洲町１８７５番地１ 

豊里クリニック 津市豊が丘二丁目４６番３号 

内科ＭＹクリニック 津市片田新町２１番地１ 

永井病院 津市西丸之内２９番２９号 

なかせ内科胃腸科 津市一身田上津部田４７６番地１ 

中浜胃腸科・外科 津市久居元町１８７０番地７ 

なかむら耳鼻咽喉科 津市高野尾町１８９７番地７５ 

中本耳鼻咽喉科 津市河芸町東千里２４番地 

中森内科 津市観音寺町７９９番地７ ＴＴ 

Ｃビル 

にし整形外科 津市垂水１２５６番地２ 

にしい耳鼻咽喉科クリニック 津市久居北口町５７０番地７ 

にしかわ小児科 津市久居新町６１２番地５ 

西出医院 津市久居野村町６００番地２１ 

日本板硝子津事業所診療所 津市高茶屋小森町４９０２番地 

のむら小児科 津市久居井戸山町４５番地５ 

はくさんクリニック 津市白山町二本木１１３９番地５ 



英クリニック 津市久居明神町２０９０番地１ 

はやかわこどもクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

ひおきクリニック 津市高茶屋小森町２５９６番地１ 

ひぐち整形外科クリニック 津市久居射場町３３番地３ 

ひさい脳神経外科クリニック 津市久居明神町２３３６番地 

久居病院 津市戸木町５０４３番地 

日高クリニック 津市一志町田尻３０番地１０ 

フェニックス健診クリニック 津市乙部５番３号 

福喜多眼科 津市久居中町１３４番地３７ 

ふじおかクリニック 津市雲出本郷町１９１８番地 

藤田医科大学七栗記念病院 津市大鳥町４２４番地１ 

ふじた耳鼻咽喉科 津市中央６番１４号 

藤田内科 津市乙部１６番２号 

藤本内科 津市戸木町７８６０番地３ 

二神クリニック 津市高野尾町４９５６番地２７ 

ベタニヤ内科神経内科クリニッ 

ク 

津市豊が丘五丁目４７番７号 

別所ヒフ科 津市新町一丁目１０番１９号 

ほらやま内科 津市久居元町２３２７番地５ 

前川内科 津市垂水１４２５番地 

まきのクリニック 津市美里町足坂１６５番地２ 

増井内科 津市長岡町８００番地５０１ 

ますだこどもクリニック 津市河芸町東千里２５９番地１ 

まつしまクリニック 津市久居小野辺町１７６３番地５ 

丸岡医院 津市片田志袋町４８３番地 

丸の内在宅クリニック 津市西丸之内５番９号 

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６番地 

三重県健康管理事業センター 津市観音寺町４４６番地３０ 

三重県立こころの医療センター 津市城山一丁目１２番１号 

三重耳鼻咽喉科 津市観音寺町４４５番地１５ 

みえ消化器内科 津市観音寺町７９９番地７ 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 



三重病院 津市大里窪田町３５７番地 

三井整形外科 津市雲出本郷町１４００番地１ 

みどりクリニック 津市久居野村町３１４番地１３ 

緑の街医院 津市長岡町３０１８番地３ 

むらしま整形外科 津市野田３３番地３ 

森田内科クリニック 津市雲出本郷町１３７０番地１ 

やまかみ内科クリニック 津市河芸町中別保３１４番地１ 

やまぐちクリニック 津市垂水２７９７番地１ 

やましろ小児科 津市久居中町２５４番地１１ 

山の手内科クリニック 津市一身田上津部田３０８６番地 

３ 

山本クリニック 津市白山町川口４９番地１ 

やまもと総合診療クリニック 津市丸之内２１番２０号 

ゆうあいクリニック 津市雲出本郷町１３１番地８３ 

ゆう心のクリニック 津市河芸町東千里１５５番地１ 

ゆたクリニック 津市修成町２番３号 

ゆり形成内科整形 津市柳山津興３３０６番地 

吉田クリニック 津市栗真中山町７９番地５ 

ルミナスクリニック 津市安濃町曽根８３３番地６ 

若葉病院 津市南中央２８番１３号 

渡部クリニック 津市乙部５番３号 

  イ 個別接種会場（乳幼児（生後６月から４歳まで）の接種を行う会場） 

医療機関名 所在地 

飛鳥メディカルクリニック 津市乙部５番３号 

熱田小児科クリニック 津市大倉１１番１５号 

岩尾こどもクリニック 津市河芸町杜の街一丁目１番地５ 

きのここどもクリニック 津市久居藤ヶ丘町２５９８番地３ 

上津台小児科クリニック 津市一身田上津部田１５０４番地

１６ 

コスモスクリニック 津市一志町小山１４３４番地２ 

小渕医院 津市一志町高野２５４番地１ 

津ファミリークリニック 津市押加部町１６番４６号 



にしかわ小児科 津市久居新町６１２番地５ 

のむら小児科 津市久居井戸山町４５番地５ 

はやかわこどもクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

ますだこどもクリニック 津市河芸町東千里２５９番地１ 

やましろ小児科 津市久居中町２５４番地１１ 

ウ 個別接種会場（小児（５歳から１１歳まで）の接種を行う会場） 

医療機関名 所在地 

飛鳥メディカルクリニック 津市乙部５番３号 

熱田小児科クリニック 津市大倉１１番１５号 

伊勢谷医院 津市安濃町川西５１番地５ 

いのもと医院 津市白山町南家城８８９番地５ 

岩尾こどもクリニック 津市河芸町杜の街一丁目１番地５ 

上島小児科 津市新町二丁目７番２８号 

上野内科 津市庄田町２０９０番地 

うめもとこどもクリニック 津市栄町一丁目８５７番地１ 

きのここどもクリニック 津市久居藤ヶ丘町２５９８番地３ 

上津台小児科クリニック 津市一身田上津部田１５０４番地 

１６ 

コスモスクリニック 津市一志町小山１４３４番地２ 

小渕医院 津市一志町高野２５４番地１ 

坂口医院 津市垂水１８８９番地３０ 

津生協病院 津市船頭町津興１７２１番地 

津生協病院附属診療所 津市津興３４５３番地 

津ファミリークリニック 津市押加部町１６番４６号 

にしかわ小児科 津市久居新町６１２番地５ 

のむら小児科 津市久居井戸山町４５番地５ 

はやかわこどもクリニック 津市一身田上津部田１８１７番地 

ますだこどもクリニック 津市河芸町東千里２５９番地１ 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 

三重病院 津市大里窪田町３５７番地 

やましろ小児科 津市久居中町２５４番地１１ 

エ 集団接種会場 



接種会場 所在地 

津センターパレス １階 津市大門７番１５号 

イオンモール津南 ３階イオン

ホール 

津市高茶屋小森町１４５番地 

ツッキードーム 津市藤方６３７番地 

久居インターガーデン内 津市久居明神町２４９０番地 

三重大学 津市栗真町屋町１５７７番地 

三重大学医学部附属病院 津市江戸橋二丁目１７４番地 

三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８番地５ 

オ 巡回型集団接種会場 

接種会場 所在地 

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６番地 

美杉総合支所 津市美杉町八知５８２８番地１ 

５ 予防接種を行う医師 

  各医療機関において掲示します。 

６ 使用する新型コロナワクチンの種類 

⑴ 初回接種（１回目及び２回目接種） 

  ア １２歳以上の者 

(ア) ファイザー社コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ＲＮＡワク

チン 

(イ) 武田薬品工業社組換えコロナウイルスワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ

－２） 

  イ 生後６月以上５歳未満の者 

ファイザー社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２） 

ウ ５歳以上１２歳未満の者 

ファイザー社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２） 

⑵ 令和４年秋開始接種 

ア ６歳以上１２歳未満の者（基礎疾患を有する者その他新型コロナウイ

ルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者を除

く。） 

    武田薬品工業社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ 

－２） 



イ ５歳以上１２歳未満の者（基礎疾患を有する者その他新型コロナウイ

ルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者を除

く。） 

ファイザー社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２） 

⑶ 令和５年春開始接種 

ア １２歳以上の者（１２歳以上６５歳未満の者にあっては、基礎疾患を

有する者その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リス

クが高いと医師が認める者並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事

者に限る。） 

(ア) 武田薬品工業社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ

－２） 

(イ) ファイザー社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－

２） 

(ウ) 武田薬品工業社組換えコロナウイルスワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ

－２） 

イ ６歳以上１２歳未満の者（基礎疾患を有する者その他新型コロナウイ

ルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者を除

く。） 

    武田薬品工業社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ 

－２） 

ウ ５歳以上１２歳未満の者（基礎疾患を有する者その他新型コロナウイ

ルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者に限

る。） 

ファイザー社コロナウイルスＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２） 

７ 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 

 ⑴ 接種不適当者 

予防接種を受けることが適当でない者は、次の各号に掲げる者とします。 

ア 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者

で新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う必要がないと認めら

れる者 

イ 明らかな発熱を呈している者 

ウ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

エ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってア



ナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

オ 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある

者 

 ⑵ 接種要注意者 

予防接種の判断を行うに際して注意を要する者は、次の各号に掲げる者

とします。 

ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血系疾患、発育障害等の基礎

疾患を有する者 

イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のア

レルギーを疑う症状を呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症

の者がいる者 

オ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれの

ある者 

カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤

を使用する際の、ラテックス過敏症のある者 

８ 接種対象者 

接種対象者は次のとおりとします。 

⑴ 初回接種（１回目及び２回目接種） 

  接種を受ける日に本市に居住する生後６月以上の者 

⑵ 令和４年秋開始接種 

   初回接種又は第１期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの完

了から３か月以上経過した５歳以上１１歳以下の者であって、基礎疾患を

有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リス

クが高いと医師が認めるものに該当しないもの（令和５年５月７日までの

間に令和４年秋開始接種を実施していない者に限る。） 

 ⑶ 令和５年春開始接種 

初回接種、第１期追加接種、第２期追加接種又は令和４年秋開始接種の

うち、被接種者が最後に受けたものの完了から３か月以上経過した者であ

って、以下に該当する者（武田社組換えコロナウイルスワクチンは６か月

以上経過した者） 

ア ６５歳以上の者 



イ １８歳以上６４歳未満で基礎疾患を有する者 

(ア) 以下の病気や状態で、通院又は入院している者 

     ａ 慢性の呼吸器の病気 

ｂ 慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

ｃ 慢性の腎臓病 

ｄ 慢性の肝臓病（肝硬変等） 

ｅ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発して

いる糖尿病 

ｆ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

ｇ 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） 

ｈ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

ｉ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

ｊ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障

害等） 

ｋ 染色体異常 

ｌ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複し

た状態） 

ｍ 睡眠時無呼吸症候群 

ｎ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者

保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）

で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持

している場合） 

   (イ) 基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の者 

ウ ５歳以上１８歳未満で基礎疾患を有する者 

以下の病気や状態で、通院又は入院している者 

(ア) 慢性呼吸器疾患 

(イ) 慢性心疾患 

( ｳ ) 慢性腎疾患 

(エ) 神経疾患・神経筋疾患 

(オ) 血液疾患 

(カ) 糖尿病・代謝性疾患 

(ｷ) 悪性腫瘍 

(ク) 関節リウマチ・膠原病 



(ケ) 内分泌疾患 

(コ) 消化器疾患・肝疾患等 

(サ) 先天性免疫不全症候群、ＨＩＶ感染症、その他の疾患や治療に伴  

う免疫抑制状態 

(シ) その他の小児領域の疾患（高度肥満、早産児、医療的ケア児、施   

    設入所や長期入院の児、摂食障害） 

エ 重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療

機関や高齢者施設・障害者施設等の従事者 

 



津市公告第１２６号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３６条第２項の規定に基づく負傷動物の収容について通知があり

ましたので公告します。 

  令和５年８月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その

他 

令和５

年８月

１０日 

津市美杉

町 

猫（雑種） キジトラ 

短 

不明 小 ９１日

未満 

 

令和５

年８月

１０日 

津市大里

窪田町 

猫（雑種） 三毛 

短 

メス 小 ９１日

未満 

 

２ 収容期間 令和５年８月１７日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第１２７号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  令和５年８月１７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 犬の特徴 

捕獲した場所 種類 毛色等 性別 体格 年齢 その他 

津市河芸町 柴 黒 

短 

メス 中 ９１日以上 えんじ色の

首輪 

２ 抑留日  令和５年８月１６日 

３ 抑留期間 令和５年８月２４日まで 

４ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第１２８号 

 

次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８

年津市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

令和５年８月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 

 

 



 

１ 入札に付する事項  
⑴ 件名  

津市障害者支援多機能型事業所及び津市知的障害者指定共同生活援助事

業所の施設の貸借並びに事業所整備用地の売却 

 ⑵ 入札の趣旨等 

   本市は、津市知的障害者指定共同生活援助事業所の設置及び管理に関す

る条例（平成１８年津市条例第１３３号）及び津市障害者支援多機能型事

業所の設置及び管理に関する条例（平成２１年津市条例第４５号）に基づ

き設置し、及び管理している次の施設について、必要な機能を維持しつつ

公共施設経営の最適化を図るとともに、民間事業者による安定的かつ質の

高いサービスの提供を目的に、当該施設の一括民営化を行うため、本入札

を実施します。 

なお、これら全ての施設は、現在、指定管理者制度を導入しており、本

市が指定管理者として指定した社会福祉法人津市社会福祉事業団（以下

「指定管理者」といいます。）が、令和７年３月３１日まで管理及び運営

を行うこととしています。 

  《対象施設》 

区分 名称 所在地 

生活介護・

就 労 継 続 

支 援 施 設 

たるみ作業所 津市垂水１３００番地 

まつぼっくり作業所 津市香良洲町５７２２番地 

むくの木ワーク 津市芸濃町椋本６１４１番地１ 

コスモス作業所 津市一志町井関１４１番地 

はくさん作業所 津市白山町八対野９７５番地 

共 同 生 活 

援 助 施 設 
はくさんホーム 津市白山町川口１９９４番地２ 

⑶ 入札の概要  
  ア 貸借（使用貸借又は賃貸借）の区分等  
    本市は、落札者が、別紙「障害者支援多機能型事業所及び知的障害者

指定共同生活援助事業所運営要領」（以下「運営要領」といいます。）

のとおり、対象施設を一体的に運営することを条件に、下表の区分に応

じて対象施設（以下「貸借対象施設」といいます。）を貸借します。 

また、コスモス作業所については、津市とことめの里一志内旧パター



 

ゴルフ場跡地に新たな作業所（以下「新作業所」といいます。）を整備

することを条件に、新作業所の整備用地（以下「売却対象地」といいま

す。）の売却を行います。 

    したがって、貸借対象施設及び売却対象地の一部を対象とした入札は

できません。 

  《貸借対象施設》 

名称 

貸借（※1）の区分 

主たる施設

（※2） 
附帯施設（※3） 

たるみ作業所 

使 用 貸 借 

駐車場・附属倉庫の賃貸借 

まつぼっくり作業所 

駐車場の賃貸借 コスモス作業所（※4） 

はくさん作業所 

はくさんホーム 駐車場・附属建物の賃貸借 

むくの木ワーク 賃 貸 借 駐車場の賃貸借 

   ※1  表中の「使用貸借」は無償で、「賃貸借」は有償での貸借です。 

      ※2  「主たる施設」とは、作業所の建物及び作業所を使用するために 

必要な範囲における敷地を含み、附帯施設や附帯施設の敷地を含み 

ません。 

   ※3  「附帯施設」とは、倉庫等の建物及び舗装等による整備がなされ 

た駐車場です。 

   ※4  新作業所を整備し、移転するまでの間の貸借です。 

《売却対象地》 

所在地 地目 総地積（実測） 

津市一志町井関字若林1769番5、

同1771番2、同1772番3、同1792

番1 

雑種地 ４，６８４．８３㎡ 

イ 貸借対象施設の運営開始日及び運営継続の指定期間等 

落札者による貸借対象施設の運営開始日は、津市知的障害者指定共同

生活援助事業所の設置及び管理に関する条例及び津市障害者支援多機能

型事業所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例（令和５年津市条

例第１５号。以下「施設廃止条例」といいます。）の施行日である令和



 

７年４月１日（午前零時を経過した時）です。 

また、落札者は、運営開始日から１０年（コスモス作業所にあっては、

同作業所及び新作業所における通算の運営期間をいいます。以下「運営

継続指定期間」といいます。）以上、運営を継続することとします。 

なお、対象施設の名称は、所在する地域において認知され、また、こ

れまで利用者が慣れ親しんだ名称であり、事業承継後も現在の名称を承

継することとします。 

  ウ 貸借契約の停止条件 

貸借対象施設（主たる施設（建物））の使用貸借契約又は賃貸借契約

は、施設廃止条例の施行日（令和７年４月１日の午前零時）を経過した

時まで効力が発生しない停止条件付きの契約となります。 

また、落札者が公共的団体（社会福祉法人、特定非営利活動法人その

他の公共的な活動を営む団体をいいます。）以外の法人である場合は、

使用貸借契約に限り、市議会の議決を得るまで停止条件付きの契約とな

ります。 

  エ 貸借契約の貸借期間 

本入札後、最初に締結する使用貸借契約及び賃貸借契約の期間は、津

市財産に関する条例（平成１８年津市条例第５２号）第８条第１項第８

号の規定に基づき運営開始日から５年（まつぼっくり作業所については

３年１月）としますが、運営継続指定期間を踏まえ、契約更新時におい

ては、同条第２項の規定に基づき更に５年を期間とする契約更新（まつ

ぼっくり作業所については１回目の更新による期間（５年）満了後、更

に１年１１月以上の再更新）を行うこととします。 

《運営継続指定期間中の貸借期間一覧表》 

貸借対象施設 
運営継続指定期間(R7.4.1～R17.3.31) 

最初の貸借期間(※1) 更新後の貸借期間 

たるみ作業所 R7.4.1～R12.3.31 R12.4.1～R17.3.31 

まつぼっくり作業所 

(※2) 
R7.4.1～R10.4.30 

R10.5.1～ 

R15.4.30 

R15.5.1～

R17.3.31 

むくの木ワーク R7.4.1～R12.3.31 R12.4.1～R17.3.31 

コスモス作業所（※3） R7.4.1～R9.12.31  

はくさん作業所 
R7.4.1～R12.3.31 R12.4.1～R17.3.31 

はくさんホーム 



 

   ※1  主たる施設（建物）の貸借期間は、津市財産に関する条例上の貸

借期間制限により５年が最長であり、更新後も同様です。附属施設

の貸借期間も同様に取り扱います。 

※2  まつぼっくり作業所は、主たる施設（建物）の処分制限期限（オ

参照）の経過に伴い有償化するため、貸借期間はこれに応じて取り

扱います。附帯施設（駐車場）の貸借期間も同様に取り扱います。 

※3  新作業所への移転が早まる場合は、移転時期に応じて短縮します。 

  オ 使用貸借施設の有償化等の検討 

貸借対象施設のうち使用貸借の対象施設（主たる施設の建物）につい

て、補助金等を活用し整備・改修を行っており、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）の規定に基づ

く処分制限期限（たるみ作業所については令和１９年１月、まつぼっく

り作業所については令和１０年４月、はくさん作業所については令和２

３年３月、はくさんホームについては令和２７年３月まで）を踏まえて

無償（コスモス作業所については、新作業所へ移転するまでの間につき

無償）とするものですが、運営継続指定期限（運営開始日から１０年）

の経過に伴う更新時において有償化又は売却を検討することとします。 

なお、まつぼっくり作業所については、当該処分制限期限の経過に伴

う更新時において有償とします。 

また、たるみ作業所及びはくさんホームの附帯施設（建物）について

は補助金等を活用し整備・改修を行っていないため賃貸借とします。 

《主たる施設（建物）の処分制限期限一覧表》 

処分制限対象施設(※) 処分制限期限 備  考 

たるみ作業所 R19.1.31 
処分制限期間中に運営継続指定 

期限(R17.3.31)が到来した後に、

当該運営継続指定期限の経過に

伴う更新時において有償化又は

売却を検討します。 

はくさん作業所 R23.3.31 

はくさんホーム R27.3.31 

まつぼっくり作業所 R10.4.30 

処分制限期限の経過に伴う更新

時において有償化し、買取特約

（サ参照）を付します。 

   ※ コスモス作業所については、処分制限期限（令和３１年２月）が到 

    来する前に、新作業所への移転期限（遅くとも令和９年１２月末（カ 



 

参照））が到来するため、省略しています。 

カ 新作業所の整備 

落札者は、売却対象地において、現在のコスモス作業所を移転整備す

るための新作業所を整備し、その整備に当たっては、別紙「運営要領」

のとおり、現在のコスモス作業所で提供しているサービスの運営が行え

る規模とし、令和９年１０月末日までに整備を終え、完成後２か月以内

に新作業所へ移転することとします。  
なお、新作業所の名称は、「コスモス作業所」を承継することとしま

す。 

キ 利用者の引継ぎ 

貸借対象施設を現に利用している利用者のうち、運営開始日以降にお

いて引き続き利用を希望する利用者の全員を引き継ぐこととします。コ

スモス作業所については、同作業所を現に利用している利用者のうち、

新作業所の利用を希望する利用者の全員について引き継ぐこととします。 

ク 指定管理者が雇用する職員の雇用継続等 

指定管理者から運営を引き継ぐ事業者（落札者）においては、指定管

理者が雇用している職員が、運営開始日以降においても貸借対象施設に

おいて勤務を希望する場合は、当該指定管理者の承諾の下、当該職員を

雇用するよう努めるとともに、現行の賃金水準の維持に努めることとし

ます。 

  ケ サービス水準の確保 

    落札者は、別紙「運営要領」に記載のサービス水準（人員配置、定員、

サービス提供時間等）以上を確保することとします。 

コ 利用者やその家族への説明 

指定管理者から運営を引き継ぐ事業者（落札者）においては、運営開

始日から事業運営が円滑に行えるよう、別途本市が指定する運営準備期

間中において、指定管理者の協力の下、利用者やその家族に運営方針等

について十分な説明を行うこととします。 

サ 貸借対象施設の買取りに関する特約 

まつぼっくり作業所については、貸借契約の締結に当たり、令和１０

年５月以降において落札者が買い取ることができる特約を設けることと

します。 

２ 指定管理者に関する情報と引継ぎ 



 

⑴ 指定管理者に関する情報 

   指定管理者が入札に参加しようとする場合を除き、入札に参加しようと

する者が入札参加の是非を判断するために必要な指定管理者の情報（一般

に公表されている別添の指定管理者の財務諸表のほか、指定管理者におけ

る人員配置、給与水準その他の貸借対象施設の管理及び運営に関する情報

（利用者の個人情報及び公開することにより指定管理者の競争上又は事業

運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報（以下「秘匿情

報」といいます。）を除きます。以下「指定管理者情報」といいます。）

について、あらかじめ本市が指定管理者の承諾を得て入手し、指定管理者

以外の入札に参加しようとする者からの質問に回答します。あらかじめ入

手した指定管理者情報以外の情報（秘匿情報を除きます。）に関する質問

があった場合は、その都度、本市が指定管理者の承諾を得て入手した情報

を基に、回答します。 

 ⑵ 指定管理者からの引継ぎ 

   落札者においては、貸借対象施設を利用している利用者へのサービス提

供に支障が生じないよう、別途本市が指定する運営準備期間中に、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第１７１号。以下「運営基準」といいます。）第３条に定める

個別支援計画や施設管理等に関し、当該指定管理者と十分な引継ぎを行う

こととします。障害福祉サービスの引継ぎについては、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「障害者総合支援法」といいます。）に基づき遺漏なく提供されるこ

とを前提とし、その他不明な点があれば、運営基準に基づき円滑にサービ

スが提供されるよう、運営準備期間中に適宜、本市、落札者及び指定管理

者との協議の上、決定し引継ぎを行います。 

３ 貸借対象施設及び売却対象地の概要 

⑴ 貸借対象施設の概要  
貸借対象施設（主たる施設及び附帯施設）の概要は、次のアからカまで

のとおりです。  
  また、貸借対象施設は、現状有姿で引き渡します。 

 ア たるみ作業所 



 

施 設 の 所 在 地 津市垂水１３００番地 

施 設 等 の 面 積 

主たる施設：建物の床面積６９８．７８㎡及び

敷地面積１，９３１．８７㎡ 

附帯施設：附属倉庫の床面積８４．４９㎡及び

駐車場他敷地面積８１８．４７㎡ 

建 物 の 構 造 
主たる施設：鉄筋コンクリート造、平家建 

附属倉庫：鉄骨造、平家建 

建 築 年 
主たる施設：昭和６２年 

附属倉庫：昭和６３年 

特 記 事 項 

主たる施設（建物）については要配慮者のうち

一部介助が必要な方を対象とした拠点福祉避難

所に、駐車場については一時避難場所（指定緊

急避難場所）に指定されているため、貸借期間

中においても災害発生時には使用の制限を受け

る場合があります。 

  イ まつぼっくり作業所 

施 設 の 所 在 地 津市香良洲町５７２２番地 

施 設 等 の 面 積 

主たる施設：建物（１階部分）の床面積２７２．

１６㎡及び敷地面積５１８．４０㎡ 

附帯施設：駐車場敷地面積２２１．８７㎡ 

建 物 の 構 造 
鉄筋コンクリート造、３階建（貸借は、１階部

分のみ） 

建 築 年 昭和５６年 

特 記 事 項 

主たる施設（建物）については指定避難所に指

定されているため、貸借期間中においても、災

害発生時には使用の制限を受ける場合がありま

す。 

  ウ むくの木ワーク 

施 設 の 所 在 地 

津市芸濃町椋本６１４１番地１（津市芸濃庁舎、

消防庁舎（津市北消防署芸濃分署）及び津市芸

濃保健福祉センターが併存する複合施設） 



 

施 設 等 の 面 積 

主たる施設：建物の床面積３４０．４４㎡及び

敷地面積５９４．９４㎡ 

附帯施設：駐車場敷地面積３０２．３６㎡ 

建 物 の 構 造 鉄骨造、平家建 

建 築 年 平成１６年 

  エ コスモス作業所 

施 設 の 所 在 地 津市一志町井関１４１番地 

施 設 等 の 面 積 

主たる施設：建物の床面積６６４．２㎡及び敷

地面積２，８４９．４６㎡ 

附帯施設：駐車場敷地面積７１．１０㎡ 

建 物 の 構 造 鉄骨造、平家建 

建 築 年 昭和４６年 

  オ はくさん作業所 

施 設 の 所 在 地 津市白山町八対野９７５番地 

施 設 等 の 面 積 

主たる施設：建物の床面積７９２．０４㎡及び

敷地面積１，３２７．６５㎡ 

附帯施設：駐車場敷地面積２２３．３５㎡ 

建 物 の 構 造 鉄骨造、平家建 

建 築 年 平成１５年 

  カ はくさんホーム 

施 設 の 所 在 地 津市白山町川口１９９４番地２ 

施 設 等 の 面 積 

主たる施設：建物の延床面積２６３．２５㎡及

び敷地面積５８６．９６㎡ 

附帯施設：附属建物の床面積５２．６８㎡及び

駐車場他敷地面積２０２．３６㎡ 

建 物 の 構 造 
主たる施設：鉄骨造、２階建 

附属建物：木造、平家建 

建 築 年 

主たる施設：昭和５８年（平成２３年度に大規

模改修済み） 

附属建物：昭和４５年 

⑵ 売却対象地の概要  
売却対象地の概要は、下表のとおりであり、同表に示す特記事項のほか、



 

次のアからエまでの諸条件があります。 
《売却対象地の概要》  

所在及び地番  地目 地積・特記事項  
津市一志町井関字若林1769番5 

津市一志町井関字若林1771番2 

津市一志町井関字若林1772番3 

津市一志町井関字若林1792番1 

雑種地  

※ 地積4,684.83㎡（実測

による総面積） 

※ 本市が所有する埋設管

が あ り 、 当 該 管 路 敷 地

36.78㎡について別途契約

により地役権を設定する

必要あり  
※ 都市計画区域外  
※ 定着物  
 ⑴ 立木（4ｍから 6ｍの

もの）23 本 

 ⑵ 立木（2ｍから 3ｍの

もの）50 本 

 ⑶ 街路灯（高さ約 2.5

ｍ）5 本 

 ⑷ 生垣（高さ 1ｍ程度）

総延長 192ｍ 

 ⑸  Ｕ 型 側 溝 （ 15ｃ ｍ

幅）総延長 56ｍ 

 ⑹  Ｕ 型 側 溝 （ 30ｃ ｍ

幅）総延長 240ｍ 

 ⑺ 集水マス 3 個 

 ⑻ 時計(高さ約 6ｍ)1 基 

 ⑼ 東屋（コンクリート

柱）約 42 ㎡、固定ベン

チ 4 基あり  
ア 売却対象地は、現状有姿で引き渡します。本市は、地中埋設物、土壌

汚染等の有無に係る調査は実施していないため、現在本市においてこれ

らの存否を承知していません。 



 

  イ 売却対象地の従前の用途はパターゴルフ場であり、新作業所の整備を

行うに当たって土地の造成等が必要となり、また、売却対象地南側の市

道に埋設された下水道管への接続及び上水道の引込みが必要で、これら

の一切の費用は、落札者の負担となります。 

 ウ 売却対象地の東側及び南側に面する土地には擁壁が設置されていま   

すが、宅地造成等規則法施行令（昭和３７年政令第１６号）第６条第１

項第２号及び第７条から第１０条まで又は第１４条の規定に適合する擁

壁に該当するか不明であり、三重県建築基準条例（昭和４６年三重県条

例第３５号）第６条に規定する制限を受ける場合があります。 

 エ 進入路（車両乗り入れ口）がないため、市道から車両乗り入れを行      

う場合においては、落札者の負担において設置する必要があります。 

市道の施工に際しては、道路法（昭和２７年法律第１８０号）に基づ

く申請手続が必要となり、施工にかかる費用についても落札者の負担と

なります。 

  なお、津市とことめの里一志の敷地内を経由する必要がある場所に進

入路を整備する場合は、当該敷地内の通行を可能とするよう本市が調

整します。  
４ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、下記の事項の全てに該当する者とします。 

⑴ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスのうち、本市内において

就労継続支援（Ｂ型）、生活介護及び共同生活援助の全てのサービスを提

供する社会福祉法人等の法人格を有する者 
⑵ 別紙「運営要領」の業務を誠実に履行できる者  
⑶ 国税並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による都道府

県民税、市町村民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税を滞納して

いない者 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 

⑸ 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止等を受けていない者 

⑹ 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

い者  
⑺ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立



 

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者 

５ 入札等のスケジュール 

  入札公告から運営開始までの全体的なスケジュールは、次のとおりです。 

日程 主な手続の内容 備考 

令和５年８月２１日から同

年９月２０日まで 

第１回質問書の提出 後記７参照 

令和５年９月２７日 第１回質問書に対する

回答期日 

令和５年９月２８日から同

年１０月１２日まで 

入札参加資格確認関係

書類の提出 

後記８参照 

令和５年１０月１６日 入札参加資格確認審査

結果の通知 

令和５年１０月１７日から

同月３０日まで（※） 

売却対象地及び貸借対

象施設の現地確認 

後記９参照 

令和５年１０月３１日から

同年１１月６日まで 

第２回質問書の提出 

 

後記 10 参照 

令和５年１１月１３日 第２回質問書に対する

回答期日 

令和５年１１月２７日 入札及び開札 後記 11・12 参照 

令和５年１１月２９日から

同年１２月１３日まで 

契約・仮契約の締結 後記 13 参照 

令和５年１２月１４日から

令和７年３月３１日まで 

運営準備期間（引継ぎ

等） 
 

令和７年４月１日 落札者による運営開始  

※印の付した日程は、変更になる場合があります。 

６ 入札の参加申込みに係る書類の配布 

  入札参加資格確認審査申出書、質問書等については、本市ホームページの

「仕事・産業」情報で案内している「入札・契約」の当該入札記事からダウ

ンロードしてください。 

７ 第１回質問書の提出及び回答 

⑴  提出期限 



 

   令和５年９月２０日（水）午後５時１５分 

 ⑵ 提出場所 

   津市健康福祉部障がい福祉課 

   （住所）津市西丸之内２３番１号 津市本庁舎１階 

   （電子メールアドレス）229-3157@city.tsu.lg.jp） 

⑶ 提出方法  
   所定の質問書を上記提出場所へ直接持参又は電子メールにより提出して

ください。 

 ⑷ その他 

   電話、口頭等による質問や提出期限を過ぎて提出された質問書及び自署

又は押印のない質問書は受け付けません。 

   また、電子メールの場合は、必ず電話で到着の確認を行ってください。 

⑸ 質問書に対する回答 

令和５年９月２７日（水）に本市ホームページ「仕事・産業」情報で案

内している「入札・契約」の当該入札記事に登載します。 

８ 入札参加資格の確認等 

本件入札に参加しようとする者は、次に掲げるところにより書類等を提出

し、本件入札の参加資格の確認を受けなけなければなりません。 

提出期間内に当該書類等を提出しない者又は本件入札の参加資格を有する

ことが認められなかった者は、本件入札に参加することはできません。 

⑴  提出期間 

   令和５年９月２８日（木）から同年１０月１２日（木）午後５時１５分

までの間とし、当該期間内に提出書類が提出（送達）されなかった場合は、

入札に参加できませんので、注意してください。 

   また、提出書類を持参する場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前８

時３０分から午後５時１５分までの間とします。 

なお、郵送の場合は令和５年１０月１２日（木）午後５時１５分までに、

津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁舎７階）に到着した分までを

受け付けます。 

 ⑵ 提出場所 

   〒５１４－８６１１ 

   三重県津市西丸之内２３番１号  

津市本庁舎１階 健康福祉部障がい福祉課 



 

 ⑶ 提出方法 

   上記提出場所への持参、一般書留又は簡易書留とします。 

   また、郵送による提出の場合は、必ず電話で到着の確認を行ってくださ

い。電子メールやファクシミリによる提出はできません。 

 ⑷ 提出書類  

  ア 入札参加資格確認審査申出書 

  イ 履歴事項全部証明書 

ウ 印鑑証明書 

エ 国税に関する証明書 

  国税の未納の税額はないことの証明書（法人にあってはその３の３） 

オ 都道府県税及び市町村税完納証明書 

  完納証明書を発行していない市区町村の場合は、次の証明書で該当す

る全てのものについて、それぞれ直近２年度分を提出してください。 

(ア) 市町村民税の納税証明書又は非課税証明書   

(イ)   固定資産税・都市計画税の納税証明書又は非課税証明書 

(ウ) 軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書 

  カ 財務諸表（直近３年度分）（契約時の保証人要否判定のため） 

  キ 入札公告内容確認書（本入札公告及び別紙「運営要領」の内容を確認

し了知した旨を記載した書面で、様式を問いません。）  

※ イからオまでの証明書については、いずれも申出日において発行後３

か月以内の原本に限ります。ただし、津市競争入札参加者資格名簿に登

載されている者については、イ及びウの提出を省略することができます。 

※ 提出された書類は、返却できません。 

※ カについて、社会福祉法人は公表されているため、省略することがで 

きます。    

※ 入札参加資格確認に係る書類の提出後、入札参加を辞退する場合は、 

入札日時までに書面で入札参加辞退届（辞退者の記名・押印があれば様 

式は問いません。）を提出してください。 

⑸ 入札参加資格審査結果通知  
   入札参加資格確認に係る書類の受付後、参加資格を確認し、令和５年１

０月１６日（月）付けで入札参加資格審査結果を通知します。 

９ 売却対象地及び貸借対象施設の現地確認 

  入札参加資格審査において参加資格者と認められた者は、本市が別途指定



 

する日（令和５年１０月１７日（火）から同月３０日（月）までの間のうち

２日程度）において実施する売却対象地及び貸借対象施設の現地確認会に必

ず参加してください。指定管理者が参加資格者である場合は、売却対象地の

現地確認会のみの参加でも差し支えありません。 

  なお、貸借対象施設の現地確認会については、指定管理者の協力の下、指

定管理者の業務に支障のない範囲で行うものであり、突発的に施設運営に支

障が生じるおそれがあると発注者が判断した場合、日程が変更になる場合が

あります。 

10 第２回質問書の提出及び回答 

⑴ 提出期限 

   令和５年１１月６日（月）午後５時１５分 

 ⑵ 提出場所 

   津市健康福祉部障がい福祉課 

   （住所）津市西丸之内２３番１号 津市本庁舎１階 

   （電子メールアドレス）229-3157@city.tsu.lg.jp） 

⑶ 提出方法  
   所定の質問書を上記提出場所へ直接持参又は電子メールにより提出して

ください。 

 ⑷ その他 

   電話、口頭等による質問や提出期限を過ぎて提出された質問書及び自署

又は押印のない質問書は受け付けません。 

   また、電子メールの場合は、必ず電話で到着の確認を行ってください。 

⑸ 質問書に対する回答 

  令和５年１１月１３日（月）に本市ホームページ「仕事・産業」情報で

案内している「入札・契約」の当該入札記事に登載します。 

※ 質問書の内容が、本市があらかじめ入手した指定管理者情報以外の指定

管理者に関する事項（秘匿情報を除きます。）である場合は、本市が指定

管理者に確認の上、回答します。 

11 入札方法 

⑴ 最低入札価格 

  ア 売却対象地 

所在地 最低入札価格（売買代金額）※ 



 

津市一志町井関字若林1769番 

5ほか３筆 
３１，２９２，０００円 

  イ 賃貸借対象施設 

施設の内容 
最低入札価格※ 

（賃貸借月数分の賃料の合計額（税抜き）） 

たるみ作業所の附属倉庫及び

駐車場 
６０月分 ８，４６２，５９５円 

まつぼっくり作業所の駐車場 ３７月分 ６４９，３４６円 

むくの木ワークの主たる施設

及び駐車場 
６０月分 １３，６０７，９５５円 

コスモス作業所の駐車場 ３２月分 ９７，７８４円 

はくさん作業所の駐車場 

６０月分 

４２８，８３０円 

はくさんホームの附属建物及

び駐車場 
７７２，６４０円 

賃料の最低入札価格の合計額 ２４，０１９，１５０円 

   ※ 当該入札に係る最低限度の額であり、いずれの入札物件も、この額未満

で応札した場合は失格となります。 

ウ 全体の額 

ア及びイの合計額 ５５，３１１，１５０円 

⑵ 入札の無効に関する事項 

入札が次の各号のいずれかに該当する場合、その入札は無効とします。 

ア 入札参加資格のない者が行った入札 

イ 入札書に記載した金額その他の記載内容が不明確な入札 

ウ 入札金額を訂正した入札 

エ 入札書に記名押印（印鑑証明書届出印）のない入札 

オ 封筒に記載された件名と同封された入札書の件名が異なっている入札 

カ 同一事項に対して２通以上行った入札 

キ 入札者確認票を提出しない入札代理人が行った入札 

ク 入札者又はその代理人が他の入札者の代理人として行った入札 

ケ 意思表示が民法又は個別法上無効とされる入札 

コ ⑴の各表中に掲げる最低入札価格の一部又は全部について当該最低入

札価格に満たない入札価格で行った入札 

サ 入札に際して談合等の不正行為があった入札 

シ 賃貸借対象施設及び売却対象地の一部につき行った入札 



 

ス 現地確認を行っていない者が行った入札 

セ その他入札書の記載等、特に指定した事項に違反して行った入札 

⑶ 入札日時及び場所等 

ア 入札日時 

    令和５年１１月２７日（月）午後３時 

    定刻になっても出席のない場合は棄権とみなします。また、開札は入

札後、直ちに行います。 

  イ 入札場所 

    津市役所本庁舎８階大会議室Ｃ 

  ウ 入札保証金 

入札保証金は免除します。 

エ 当日持参するもの 

(ア) 入札者確認票（本市が指定する様式のものに限ります。） 

     入札は代理人に行わせることができますが、入札者確認票に記載の 

    ない代理人が行った場合は無効となります。 

( イ ) 入札書 

入札書は本市が指定する様式のものに限ります。 

     なお、あらかじめ記名・押印（印鑑証明書届出印）及び封入をして 

    入札場所に持参しても差し支えありません。 

オ 入札書の投函 

入札参加者は、入札書に必要な事項を記入し、記名・押印（印鑑証明 

書届出印）の上、封入し、入札箱に投函することとします。 

なお、入札書の投函は１回とし、再度の投函はできません。 

カ 入札金額の表示  

入札書に記載する金額（入札金額）は、⑴のそれぞれの最低入札価格  

格以上の価格及び合計額で記載してください。 

キ 入札書の書換等の禁止 

入札参加者は、入札箱に投函後の入札書の金額の書換え、引換え又は 

撤回をすることはできません。 

ク 入札の中止  

不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その 

他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札日を延期す 

ることがあります。 



 

ケ その他入札に関する事項 

別添の津市条件付一般競争入札参加者心得で定めるとおりとします。 

12 落札者の決定等 

⑴  落札者の決定 

落札者は、有効な入札による入札金額であって、１１の⑴のアの売却対

象地及びイの賃貸借対象施設の全ての入札金額が、いずれも入札物件ごと

に設定した最低入札価格以上であり、かつ、当該各入札金額の合計額が最

も高い価格（以下「最高入札金額」といいます。）をもって入札を行った

１者とします。 

⑵ くじによる落札者の決定 

最高入札金額で入札をした者が２者以上あるときは、直ちにくじにより 

落札者を決定します。ただし、当該入札参加者のうち、くじを引かない者 

がある場合は、失格とします。 

⑶ 入札結果の公表 

入札結果については、入札者の名称、入札価格等入札に関する結果を公

表します。 

 ⑷ 落札決定の取消し 

   落札決定後において、落札者に次のいずれかの事由があるときは、落札 

を取り消します。落札を取り消した場合は、次順位の者を落札者と決定 

（次順位の者が２者以上あるときは、⑵に定めるところによります。）し 

ます。 

ア 売却対象地を取得し、又は賃貸借対象施設を１０年以上賃借すること 

について、当該落札者が適用を受ける法令、定款等で義務付けられてい 

る手続の履行が、13 の⑴に記載する契約書の提出期日までなされないと 

き。 

  イ ４の入札参加資格を満たさなくなった場合 

13 契約  

⑴  契約書の締結期限及び契約書の提出期日 

契約の締結期限は、令和５年１２月１３日（水）とします。  
契約の締結日は、本市が当該契約書に記名・押印した日となりますので、

落札者は、同月８日（金）までに、記名・押印した契約書を提出してくだ

さい。  
⑵  契約の主な諸条件 



 

 ア 売却対象地の売買契約の主な諸条件 

(ア) 売買代金は入札書に記載された額とします。 

(イ) 本市は、売却対象地の引渡しまでの危険負担を負いません。 

(ウ) 本市は、契約不適合責任（隠れた瑕疵を含みます。）を負いません。 

(エ) 売却対象地において、工作物、構築物、残置物、立木その他土地の 

    定着物及び地中埋設物の撤去並びに対象施設の造成及び整地を必要と 

    とする場合であっても、本市は当該行為に係る費用の一切を負担しま 

    せん。 

(オ) 売却対象地の指定用途は、コスモス作業所を承継する新作業所の設 

置及び運営であり、他の用途に使用することはできません。ただし、 

新作業所の整備以降において、障害者総合支援法第５条に規定する障

害福祉サービス事業を新たに行う場合、この限りでありません。 

(カ) 落札者は、売却対象地を転売することはできません。 

(キ) 本市が所有する埋設管があり、当該管路敷地３６．７８㎡について 

別途契約により地役権を設定する旨特約を設けます。 

(ク) 売却対象地は、売買代金の納付後の引渡しをもって所有権を移転す 

るものとし、当該所有権移転登記の費用は、落札者の負担とします。 

イ 貸借対象施設の貸借契約の主な諸条件 

(ア) 賃貸借対象施設の賃料は、入札書に記載された額に１．１を乗じて 

得た額（１円未満の端数は切り捨て）を貸借月数（６０月（まつぼっ 

くり作業所に関しては３７月、コスモス作業所に関しては３２月）。 

以下この(ア)において同じ。）で除した額（１円未満の端数は初年度の 

３月の賃料で調整）を月額の賃料とします。 

なお、貸借期間においては、原則として最初の契約の賃料水準を維

持することとし、互いに増減請求を行わないこととします。ただし、

当該賃料水準を維持することが著しく不合理な事情が生じた場合は、

協議の上、変更することができるものとします。 

(イ) 本市は、契約不適合責任（隠れた瑕疵を含みます。）を負いません。 

(ウ) 貸借対象施設の指定用途は、従前の施設を継続して運営するもので 

あり、他の用途に使用することはできません。 

(エ) 落札者は、貸借対象施設の貸借権を第三者に譲渡し、又は質権その 

    他の権利を設定することはできません。 

(オ) 落札者は、貸借対象施設の運営に当たり、善良なる管理者の注意義 



 

務をもって管理し、その運営の一切の責任を負うものとし、維持管理 

にかかる必要な費用を負担するものとします。 

また、使用貸借施設の修繕費については、落札者が負担するものと

し、賃貸借施設については、柱、壁面及び床等の躯体（屋根を含みま

す。）に係る修繕は本市が、その他の附帯設備、空調設備等の備品及

び建具等の修繕は落札者が負担するものとします。 

(カ) 賃貸借契約の締結に当たり、本市が必要と認める場合は、連帯保証 

人を徴することを条件とする場合があります。 

(キ) 落札者において、破産の申立てその他重大な信用問題が生じ、又は 

    所轄庁から指定事業者の指定が取り消されるなど、貸借対象施設にお 

    ける事業の運営の継続が困難な事由が生じたときなどは、本市は契約 

    を解除することができます。 

また、主たる施設（むくの木ワークを除きます。以下この(キ)におい 

て同じ。）の使用貸借契約の解除事由について、当該主たる施設に係

る附帯施設の賃貸借契約に基づく債務不履行を原因とする解除事由を

設定します。このことにより、附帯施設の賃貸借契約について落札者

の債務不履行によって本市が解除した場合、当該附帯施設に係る主た

る施設の使用貸借契約も解除することになります。 

   (ク) 落札者は、契約が終了し、又は解除された場合は、本市に対し原状 

回復義務を負います。また、本市の承諾を得た上で施設の造作等を行

った場合において、本市に対し造作買取請求権を行使できません。こ

のほか、賃貸借対象施設（建物）の賃貸借契約については、借地借家

法（平成３年法律第９０号）第３章の適用に当たって特約を設ける場

合があります。 

 (ケ) 契約保証金について、売買契約及び賃貸借契約のそれぞれの契約額 

の１００分の１０以上の契約保証金を本市が指定する期日までに納付

するものとします。ただし、津市契約規則（平成１８年津市規則第４

０号）第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金

は免除します。 

⑶  提出書類 

  ア 売却対象地  
(ア) 公有財産売買契約書  

本市から２部送付しますので、２部ともに記名・押印（印鑑証明書  



 

届出印）を行い、１部のみに収入印紙を貼り付けた上で、２部とも提  
出してください。本市による記名・押印後、１部を落札者へ返送しま  
す。契約は、本市が落札者から返送された契約書に記名・押印したと

きに成立します。  
(イ) 所有権移転登記嘱託請求書  
(ウ) 登録免許税非課税証明書（社会福祉法人が社会福祉法（昭和２６年  

法律第４５号）第２条第１項に規定する社会福祉事業の用に供する不  
動産を取得した場合は登録免許税が非課税となります。）又は登録免

許税法（昭和４２年法律第３５号）に定める登録免許税相当分の収入

印紙若しくは登録免許税を納付したことを証する領収証書  
(エ) 法人の定款の写し  
(オ) 法人の理事会等議事録（原本証明付き）の写し 

(カ) 契約保証金を納付したことを証する書類（津市契約規則第２８条第

１項各号のいずれかに該当する場合は不要） 

  イ 貸借対象施設 

(ア) 貸借契約書 

本市から貸借対象施設に係る使用貸借契約書及び賃貸借契約書を必

要数送付しますので、各部数ともに記名・押印（印鑑証明書届出印

（連帯保証人を徴することを条件とした場合はその印鑑（登録）証明

書届出印））をし、各部数とも提出してください。本市による記名・

押印後、各１部を落札者（連帯保証人を徴することを条件とした場合

は当該連帯保証人を含みます。以下この(ア)において同じ。）へ返送し

ます。  
なお、各契約は、本市が、落札者から返送された契約書に記名・押  

印したときに成立しますが、停止条件を付するため、運営開始日（午  
前零時を経過した時）まで効力が発生しません。  

(イ) 連帯保証人の印鑑（登録）証明書（連帯保証人を徴することを条件 

とした場合のみ） 

連帯保証人を徴することを条件とした場合は、当該連帯保証人の印

鑑（登録）証明書（発行後３か月以内の原本に限ります。）  
   (ウ) 契約保証金（賃貸借契約）を納付したことを証する書類（津市契約

規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は不要）  
 ⑷ 契約に関する諸費用 



 

契約に関する諸費用（印紙代、登録免許税（非課税措置を受ける場合を 

  除きます。）その他諸経費）は、全て落札者の負担となります。 

⑸ その他留意事項 

  売却対象地における新作業所の整備に当たっては、津市とことめの里一

志の施設管理者と事前協議の上、当該施設の利用者に支障がないよう十分

に配慮してください。 

 

問い合わせ先 

津市健康福祉部障がい福祉課 

電話番号 ０５９－２２９－３１５７ 



津市公告第１２９号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３５条第３項の規定に基づく負傷動物の引取りについて通知があ

りましたので公告します。 

  令和５年８月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その

他 

令和５

年８月

１８日 

津市白塚

町 

猫（雑種） 黒 

短 

不明 小 ９１日

未満 

 

令和５

年８月

１８日 

津市白塚

町 

猫（雑種） 黒 

短 

不明 小 ９１日

未満 

 

令和５

年８月

１８日 

津市白塚

町 

猫（雑種） 茶 

短 

不明 中 ９１日

未満 

 

２ 収容期間 令和５年８月２４日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第１３０号 

 下記のとおり差押財産の公売を行いますので、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第６８条第６項、第３７３条第７項及び第４６３条の２７第６項の

規定において、その例によることとされている国税徴収法（昭和３４年法律第

１４７号）第９５条及び第９９条の規定に基づき公告します。 

  令和５年８月２５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

別紙のとおり 



令和５

別紙のとおり 別紙のとおり

（注）公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額又は買受申込価額をもって行います。

納 付 の 期 限
年９月２２日

権 者 等 の 権 利 の 内 容 の 申 出
公 売 財 産 上 の 質 権 者 、 抵 当

公 売 保 証 金

２３時００分

１４時３０分

売却決定の日の前日までに、その内容を申し出てください。

公 売 財 産 の 表 示

そ の 他 の 要 件

令和５

入 札 期 間

買 受 代 金 の

買 受 人 の 資 格

そ の 他 の 事 項

令和５年　８月２５日１３時００分から　令和５年　９月６日２３時００分まで

紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上

最 高 価 申 込 者 の 決 定 の 日 時

期間競り売り　

売 却 決 定 の 日 時

見 積 価 額

公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、その他公売財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、

令和５年　９月１２日１３時００分から　令和５年　９月１４日２３時００分まで

公 売 保 証 金 の 納 付 の 期 限

公 売 の 場 所

公
売
日
時

公 売 の 方 法

津市政策財務部収税課

年９月６日

公売参加申込期間

人となる資格がありません。

別紙のとおり

「津市インターネット公売ガイドライン」（津市役所政策財務部収税課備付）のとおり

差押財産を換価される滞納者（その依頼人を含む）及び税務職員並びに国税徴収法第１０８条第１項各号に該当する者は、買受

最 高 価 申 込 者

売 却 決 定 の 場 所

公　売　公　告　兼　見　積　価　額　公　告

令和５

令和５ 年９月１５日 １０時００分 津市政策財務部収税課
の 決 定 の 場 所

年９月１５日 １７時００分



売却区分 その他
番　　 号 事　項

見積価額公売保証金

ＴＮ０５－０１
ＴＮ０５－０２
ＴＮ０５－０３
ＴＮ０５－０４
ＴＮ０５－０５
ＴＮ０５－０６
ＴＮ０５－０７

別紙「公売財産概要書」のとおり

公 売 財 産 の 表 示 、 公 売 保 証 金 及 び 見 積 価 額

公　売　財　産　上　の　賃　借　権　等　の　権　利　の　内　容
名　　称　　、　　数　量　　、　　性　　質　　及　　び　　所　　在



売却区分番号 公売財産（基本情報） 見積価格 公売保証金額

TN05-01

 １.品番ZW601B
 ２.サイズ2055×620×340mm(高さ×幅×奥行き)

　台:50×700×390mm(高さ×幅×奥行き)
 　重量本体:42.0kg(台:7.0kg)

 ３.　材質木枠(マホガニー・しな合板濃茶木地塗装光沢仕上げ・一部
木     象嵌つき板貼り)
　前面(上):ガラス
　前面扉(下)カットガラス

 ４. 付属品親機(タイムリンク送信機)
 　 無線規格特定小電力無線

５７９，０００円 ６０，０００円

公売財産
（基本情報）
共通

公売財産概要書

５.保管状況　津市役所において保管しています。
６.上記のサイズ、重さは、カタログ上の数値で正確なサイズ、重さを保証するものではありません。
７.全面に多少の傷があります。
８.画像は撮影の状況やご覧になるモニターによって実際と色合いが異なる場合があります。
９.公売財産は買受代金納付時の現況有姿にて引渡します。
１０.原則として公売財産の引渡は津市役所で行います。
１１.輸送による引渡を希望する場合、輸送業者等の手配は落札者が行う必要があります。
１２.輸送費用等は落札者の負担となります。
１３.津市では、輸送費用の立替払い、直接引渡時や輸送発送時の梱包等は行いません。各輸送業
者によく確認のうえ手配してください。
１４.いかなる理由であっても、引渡した公売財産の返品・交換はできません。
１５.引渡の期限は、売却決定後から１か月以内です。引き取りがない場合は、津市で処分します。
１６.参加申込期間中、公売財産の下見ができます。事前にご連絡いただければ随時対応します。
１７.公売財産の状況などを正確に把握されるために、実物をご確認されることをお勧めします。



売却区分番号 公売財産（基本情報） 見積価格 公売保証金額

TN05-02

絵画　井坂　仁　　１９９５年　「春興」　油彩　６０号
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦１４７．６ｃｍ×横１１４.２ｃｍ ７２８，０００円 ８０，０００円

公売財産
（基本情報）
共通

公売財産概要書

４.保管状況　津市役所において保管しています。
５.上記のサイズは職員による計測で正確なサイズを保証するものではありません。
６.真贋については購入元に確認済みです。鑑定書は附属しておりません。
７.画像は撮影の状況やご覧になるモニターによって実際と色合いが異なる場合があります。
８.公売財産は買受代金納付時の現況有姿にて引渡します。
９.原則として公売財産の引渡は津市役所で行います。
１０.輸送による引渡を希望する場合、輸送業者等の手配は落札者が行う必要があります。
１１.輸送費用等は落札者の負担となります。
１２.津市では、輸送費用の立替払い、直接引渡時や輸送発送時の梱包等は行いません。各輸送業
者によく確認のうえ手配してください。
１３.いかなる理由であっても、引渡した公売財産の返品・交換はできません。
１４.引渡の期限は、売却決定後から１か月以内です。引き取りがない場合は、津市で処分します。
１５.参加申込期間中、公売財産の下見ができます。事前にご連絡いただければ随時対応します。
１６.公売財産の状況などを正確に把握されるために、実物をご確認されることをお勧めします。



売却区分番号 公売財産（基本情報） 見積価格 公売保証金額

ＴＮ０５－０３

絵画　伊藤　清和　「春風」　日本画　３号
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦３６ｃｍ×横４１ｃｍ ６３，０００円 １０，０００円

ＴＮ０５－０４

絵画　伊藤　清和　「豊潤」　日本画　３号
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦３５．５ｃｍ×横４１ｃｍ ６３，０００円 １０，０００円

ＴＮ０５－０５

絵画　伊藤　清和　「おはよう」　日本画　４号
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦４４．５ｃｍ×横３５．５ｃｍ ８４，０００円 １０，０００円

ＴＮ０５－０６

絵画　伊藤　清和　「赤富士」　油彩　６号
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦４６ｃｍ×横５５ｃｍ ２１１，０００円 ３０，０００円

ＴＮ０５－０７

絵画　伊藤　清和　「富士爛漫」　油彩　６号
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦４５．５ｃｍ×横５４．５ｃｍ ２１１，０００円 ３０，０００円

公売財産
（基本情報）
共通

公売財産概要書

４.保管状況　津市役所において保管しています。
５.上記のサイズは職員による計測で正確なサイズを保証するものではありません。
６.真贋については作者本人に確認済みです。
７.画像は撮影の状況やご覧になるモニターによって実際と色合いが異なる場合があります。
８.公売財産は買受代金納付時の現況有姿にて引渡します。
９.原則として公売財産の引渡は津市役所で行います。
１０.輸送による引渡を希望する場合、輸送業者等の手配は落札者が行う必要があります。
１１.輸送費用等は落札者の負担となります。
１２.津市では、輸送費用の立替払い、直接引渡時や輸送発送時の梱包等は行いません。各輸送業
者によく確認のうえ手配してください。
１３.いかなる理由であっても、引渡した公売財産の返品・交換はできません。
１４.引渡の期限は、売却決定後から１か月以内です。引き取りがない場合は、津市で処分します。
１５.参加申込期間中、公売財産の下見ができます。事前にご連絡いただければ随時対応します。
１６.公売財産の状況などを正確に把握されるために、実物をご確認されることをお勧めします。



津市公告第１３１号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３６条第２項の規定に基づく負傷動物の収容について通知があり

ましたので公告します。 

  令和５年８月２５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その

他 

令和５

年８月

２１日 

津市上浜

１丁目 

猫（雑種） 茶トラ 

短 

メス 中 ９１日

以上 

 

令和５

年８月

２３日 

津市乙部 猫（雑種） キジトラ 

短 

メス 中 ９１日

以上 

 

令和５

年８月

２３日 

津市河芸

町 

猫（雑種） 黒 

短 

メス 中 ９１日

以上 

 

２ 収容期間 令和５年８月２９日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



 

 

津市公告第１３２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和５年８月２８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　 （ 税抜き ）

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

設 計 図 書
の 閲 覧

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

津市 久居野村町

令和5年8月28日 業 務 担 当 課

所在地要件

空調設備新設

※上記に係る設計業務委託　一式

建築関係コ ン サルタ ン ト
登録要件

市内本店

505082801

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

必着

閲 覧 期 間 ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

免 除

本公告の日から 令和5年9月8日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

開 札 日 時
及 び 場 所

令和5年9月8日

公 告 日

業 務 概 要

期 間

発 注 業 種

業 務 名

業 務 場 所

その他要件

部門

営繕課

令和５ 年度営ス 振第１ －４ １ 号

津市久居体育館空調設備設置工事に係る 設計業務委託

地内

販 売 店

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ま で

閲 覧 場 所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和5年8月31日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和5年9月5日 ホーム ページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

本公告の日から

購 入 期 間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般かつ暖冷房

建築士法（ 昭和25年法律第202号） 第23条第１ 項の規定によ る 登録を受けている こ と

市内本店

令和5年9月8日

建築関係コ ンサルタ ント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有する こ と

同業種の技術者（本市発注業務における専任配置）

契約締結の日から 令和6年3月29日 ま で

その他

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

※本市発注業務と は調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、 担当課執行分を 除く 。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

免 除

午前９時００分

入 札 方 法

令和5年9月13日

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

有

無

提 出 期 限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予 定 価 格

最低制限価格

3,767,000



円　 （ 税抜き ）

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

設 計 図 書
の 閲 覧

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

津市 栗真中山町

令和5年8月28日 業 務 担 当 課

所在地要件

解体

　津市北消防署

　　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　２階建　延面積７２６ｍ２

　ホース乾燥台、外構等

建築関係コ ン サルタ ン ト
登録要件

市内本店

505082802

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

必着

閲 覧 期 間 ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

免 除

本公告の日から 令和5年9月8日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

開 札 日 時
及 び 場 所

令和5年9月8日

公 告 日

業 務 概 要

期 間

発 注 業 種

業 務 名

業 務 場 所

その他要件

部門

営繕課

令和５ 年度営消総第１ －３ ９ 号

津市北消防署解体工事に係る 設計業務委託

地内

販 売 店

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ま で

閲 覧 場 所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和5年8月31日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和5年9月5日 ホーム ページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

本公告の日から

購 入 期 間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般

建築士法（ 昭和25年法律第202号） 第23条第１ 項の規定によ る 登録を受けている こ と

市内本店

令和5年9月8日

建築関係コ ンサルタ ント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有する こ と

一級建築士（本市発注業務における専任配置）

※上記に係る設計業務委託　一式

契約締結の日から 令和6年2月9日 ま で

その他

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

※本市発注業務と は調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、 担当課執行分を 除く 。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

免 除

午前９時１０分

入 札 方 法

令和5年9月13日

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

有

無

提 出 期 限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予 定 価 格

最低制限価格

2,090,000



円　 （ 税抜き ）

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

設 計 図 書
の 閲 覧

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

津市 納所町

令和5年8月28日 業 務 担 当 課

所在地要件

解体

　津市安東出張所

　　鉄筋コンクリート造　２階建　延面積１７５ｍ２

　　駐輪場、防災倉庫、外構等

建築関係コ ン サルタ ン ト
登録要件

市内本店

505082803

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

必着

閲 覧 期 間 ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

免 除

本公告の日から 令和5年9月8日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

開 札 日 時
及 び 場 所

令和5年9月8日

公 告 日

業 務 概 要

期 間

発 注 業 種

業 務 名

業 務 場 所

その他要件

部門

営繕課

令和５ 年度営市交第１ －４ ０ 号

津市安東出張所解体工事に係る 設計業務委託

地内

販 売 店

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ま で

閲 覧 場 所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和5年8月31日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和5年9月5日 ホーム ページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

本公告の日から

購 入 期 間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般

建築士法（ 昭和25年法律第202号） 第23条第１ 項の規定によ る 登録を受けている こ と

市内本店

令和5年9月8日

建築関係コ ンサルタ ント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有する こ と

一級建築士又は二級建築士（本市発注業務における専任配置）

※上記に係る設計業務委託　一式

契約締結の日から 令和6年1月12日 ま で

その他

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

※本市発注業務と は調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、 担当課執行分を 除く 。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

免 除

午前９時２０分

入 札 方 法

令和5年9月13日

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

有

無

提 出 期 限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予 定 価 格

最低制限価格

1,574,000



円　 （ 税抜き ）

505082804

白山・美杉

令和6年1月22日

久居

土木一式

所在地要件

ま で

津南工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

一志

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　８０ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度南道維第１ ０ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月8日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和5年9月8日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｄ

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｄ ・ Ｃ ・ Ｂ ・ Ａ ２ ・ Ａ １

【 地区】

久居

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

側溝工　１２ｍ

集水桝・マンホール工　１箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

一志町高野地内道路改修工事

プレキャスト擁壁工　３６ｍ

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 一志町高野

令和5年8月31日

令和5年9月5日

ま で

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月8日

令和5年9月13日 午前９時４０分

5,268,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

505082805

芸濃・安濃

令和5年12月14日

安芸

土木一式

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

河芸

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　１４９ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度北狭道補第７ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月8日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和5年9月8日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｄ

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｄ ・ Ｃ ・ Ｂ ・ Ａ ２ ・ Ａ １

【 地区】

安芸

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

側溝工　４７ｍ

集水桝・マンホール工　４箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

河芸町中別保ほか２ 町地内狭あい道路整備工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 河芸町中別保ほか２ 町

令和5年8月31日

令和5年9月5日

ま で

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月8日

令和5年9月13日 午前１０時００分

3,732,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

505082806

令和6年1月12日

土木一式

所在地要件

ま で

農業基盤整備課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

プレキャスト開渠工　９４．２ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度農基補第４ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月8日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和5年9月8日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｄ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

長岡町地内水路改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 長岡町

令和5年8月31日

令和5年9月5日

ま で

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月8日

令和5年9月13日 午前１０時２０分

3,307,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

505082807

令和5年12月11日

土木一式

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　１２０ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度北狭道補第６ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月8日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和5年9月8日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｄ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

側溝工　３６ｍ

集水桝・マンホール工　３箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

藤方ほか２ 町地内狭あい道路整備工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 藤方ほか２ 町

令和5年8月31日

令和5年9月5日

ま で

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月8日

令和5年9月13日 午前１０時４０分

2,477,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

505082808

令和5年12月4日

塗装

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

溶融式カラー舗装　１０９ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度北道新補第４ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月8日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和5年9月8日

無

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ １ ・ Ａ ２

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

柳山藤方線道路改良（ 塗装） 工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 藤方

令和5年8月31日

令和5年9月5日

ま で

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月8日

令和5年9月13日 午前１１時００分

2,406,000

・ 同種工事実績要件における 官公庁等と は、 国の機関（ 独立行政法人、 公団、 事業団その他政令で定
める 法人を 含む。 ） 、 都道府県、 市町村等及びコ リ ンズ登録さ れた公益民間企業（ 交通（ 鉄道、 空
港） 、 資源エネルギー（ 電気、 ガス 、 石油） 、 通信会社等） と する 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

過去１０年間（平成２５年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
塗装工事で発注された路面標示・ライン設置工事等(舗装工事等に含まれるものを除く）

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月8日

令和5年9月13日 午前１１時２０分

6,049,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

側溝工　３３ｍ

柵工　２４ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津偕楽公園改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 広明町

令和5年8月31日

令和5年9月5日

ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ａ １ ・ Ａ ２

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和5年9月8日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月8日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

505082809

令和6年1月22日

造園

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)　４７m２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度北公維第１ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月8日

令和5年9月13日 午前１１時４０分

5,282,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

　自動切替式一体型調整器　２組

　ボンベ庫　２個

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市芸濃庁舎ガス 設備改修工事

※上記に係る機械設備工事　　一式

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 芸濃町椋本

令和5年8月31日

令和5年9月5日

ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｂ

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ ・ Ａ

【 地区】

安芸

発 注 業 種

前 金 払

必着令和5年9月8日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月8日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

505082810

久居・一志・白山・美杉

令和6年1月15日

久居

管

所在地要件

ま で

営繕課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

芸濃・河芸・美里・安濃

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

ガス設備改修

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度営芸地第１ ２ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

設 計 図 書
の 閲 覧

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

令和5年9月15日

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

必着

閲 覧 期 間 ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

公 告 日

業 務 概 要

期 間

発 注 業 種

業 務 名

業 務 場 所

その他要件

部門

契約保証金

入札保証金

予 定 価 格

最低制限価格

11,379,000

販 売 店

調達契約課・ 津市ホームページ「 入札・ 契約」

ま で

閲 覧 場 所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 令和5年9月6日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和5年9月11日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

有

提 出 期 限

郵 送 先

令和5年9月15日

契約締結の日から 令和6年6月28日 ま で

本公告の日から

購 入 期 間

営業収入金額が１ 億円以上である こ と

当該部門
における
営業収入
金額要件 東海三県内本店

又は支店等

市内本店

市内支店等

営業収入金額を有する こ と

営業収入金額が１ 億円以上である こ と

技術者要件

管理技術者

照査技術者

都市計画及び地方計画

建設コ ンサルタ ン ト 登録規程（ 昭和52年建設省告示第717号） 第２ 条第１ 項の規定によ る 登録を 受けている こ と

市内本店又は市内支店等、 東海三県（ 三重県、 愛知県、 岐阜県） 内本店又は支店等

土木関係コ ンサルタ ント

同種業務
実績要件

建設整備課

令和５ 年度建整消総継第１ －２ 号

津市中消防署西分署整備に伴う 造成実施設計等業務委託

地内津市 一色町

令和5年8月28日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

造成設計　一式

土木関係コ ンサルタ ント
登録要件

505082811

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

その他

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

※本市発注業務と は調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、 担当課執行分を除く 。

・ 本件は津市公契約条例第６ 条の２ 第１ 項に規定する 労働報酬下限額の適用案件です。

　 労働環境の確保に係る 誓約事項及び令和５ 年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュ アルを
必ず確認し てく ださ い。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

本公告の日から 令和5年9月15日

免 除

午前９時００分

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

令和5年9月20日

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者（本市発注業務における専任配置）

同業種（ 同部門） に係る 技術士、 技術管理者又はＲ Ｃ Ｃ Ｍのいずれかの者



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月15日

令和5年9月20日 午前９時１０分

10,120,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

側溝工　５９ｍ

プレキャスト擁壁工　５４ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

雲出島貫町地内道路改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 雲出島貫町

令和5年9月6日

令和5年9月11日

ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｃ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し てく ださ い。

必着令和5年9月15日

無

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月15日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

505082812

令和6年2月5日

土木一式

所在地要件

ま で

津南工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　８７ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度南道維第９ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月15日

令和5年9月20日 午前９時４０分

62,347,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

コンクリート舗装　８５２m２

側溝工　２１７ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市北消防署整備に伴う 駐車場等整備( 舗装) 工事

集水桝・マンホール工　８箇所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 栗真中山町

令和5年9月6日

令和5年9月11日

ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 専任の監理技術者又は監理技術者補佐と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着令和5年9月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月15日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

505082813

令和6年1月31日

舗装

所在地要件

ま で

建設整備課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　５，１１６ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度建整消総第１ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月15日

令和5年9月20日 午前１０時１０分

48,653,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

２級建築施工管理技士（建築）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

　　（外壁改修、内外装改修、塗装改修、排水設備）

※上記に係る建築工事等　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市市営南阿漕２ 号館外壁その他改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 阿漕町津興

令和5年9月6日

令和5年9月11日

ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和5年9月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月15日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

505082814

令和6年1月30日

建築一式

所在地要件

ま で

市営住宅課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

改修

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度住補第４ 号

【 地区】

【 地区】



505082815

令和6年2月6日

防水

所在地要件

ま で

営繕課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

防水改修工事　一式

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度営環施第１ ３ 号

【 地区】

【 地区】

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和5年9月15日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和5年9月15日

無

・ 本件は予定価格を 事後公表（ 開札後に公表） する 試行案件です。

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

開札後に公表 （ただし、落札候補者がない場合を除く）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

提 出 期 限

Ａ １

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和5年8月28日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市安芸・ 津衛生セン タ ー処理棟防水改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 安濃町妙法寺

令和5年9月6日

令和5年9月11日

ま で

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和5年9月15日

令和5年9月20日 午前１０時２０分

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

参 加 資 格
に 関 す る
事 項



【 総合評価落札方式】 事後審査型条件付一般競争入札

令和5年9月20日 津市ＨＰ（入札情報）にて公表

建設業許可

常駐配置（ 専任の監理技術者又は監理技術者補佐と 兼務可）

特定

現場代理人

所在地要件

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で
配置するときはこの限りでない。）

主任( 監理) 技術者

【 格付】

Ａ

工 事 名

工事 場所

地域・
格付要件

参加 資格
に 関 する
事 項

公 告 日

工事 概要

工 期

令和5年8月28日

基層　８，４１０ｍ２

河芸環状線道路改良（ 舗装） 工事

表層　８，５１０ｍ２

津市 河芸町赤部ほか２ 町 地内

契約締結の日から 起算し て１ ４ ５ 日間

舗装

総合評価方式
の類型

工事成績重視型（ 津市建設工事総合評価落札方式試行要領第３ 条第２ 号）

別紙「 総合評価落札方式評価項目一覧」 のと おり

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

発注 業種

【 地区】

令和5年9月22日

格付 要件

その他要件

総合評価
落札方式
に関する
事　 　 項

・手持ち工事量評価資料 【別紙様式】
・手持ち工事に係るコリンズ登録の写し及び経営規模等評価結果通知書の写し 【添付資
料】

・配置予定技術者評価資料 【第６号様式】
・配置予定技術者に係る同種・同規模工事の実績について確認できる書類（コリンズ、設
計書内訳表等の写し） 【添付資料】

・配置予定技術者の保有する資格証（監理技術者資格者証）の写し 【添付資料】

・建設系ＣＰＤ協議会加盟団体（建築関係業種については建築ＣＰＤ運営会議の加盟団体
を含む）が発行した学習履歴証明書等の写し 【添付資料】

・評価項目算定資料届出書 【第１号様式】

・建設キャリアアップシステム評価資料 【別紙様式】
・事業者IDの写し等 【添付資料】

・施工実績評価資料 【第５号様式】
・同種・同規模工事の元請実績について確認できる書類（コリンズ、設計書内訳表等の写
し） 【添付資料】

・市内本店業者施工率評価資料 【別紙様式】

・社会貢献に関する資料（障がい者雇用状況報告書等の写し及び労働安全衛生マネジメ
ント認証等の写し） 【添付資料】

505082816

津北工事事務所

令和４ 年度北道維補第６ 号

市内本店

工 事 担 当 課

までに自らの審査結果について書面により照会することができる。

加算方式：
総合評価点＝価格点（ ８ ０ 点満点） ＋価格以外の評価点（ ２ ０ 点満点）
価格点の算出方法は以下のと おり と する 。

ア． 入札価格＞低入札価格調査基準価格の場合
価格点＝８ ０ 点×失格基準価格÷｛ 失格基準価格＋（ 低入札価格調査基準価格－失
格基準価格） ／１ ０ ＋（ 入札価格－低入札価格調査基準価格） ｝

イ ． 入札価格≦低入札価格調査基準価格の場合
価格点＝８ ０ 点×失格基準価格÷｛ 失格基準価格＋（ 入札価格－失格基準価格） ／
１ ０ ｝

技術者要件

審査結果照会
照会対象項目は、価格点以外の評価項目すべてとする。

評価方法及び
落札者決定方法

入札が無効でない者のう ち、 予定価格の範囲内で失格基準価格以上の者について総
合評価点を算出する 。 総合評価点が最も 高い者を落札候補者と し 、 総合評価点が最
も 高い者が複数ある 場合は、 開札立会人によ る く じ 引き によ り 決定する も のと す
る 。

価格以外の
評価点の公表
（ 審査結果）

総合評価点
の算出

評価項目、 評価
の内容、 配点

【 提出資料】

評価項目
算定資料

1／2



円　 （ 税抜き ）

令和5年9月15日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階）

午後５時　 ※期限を過ぎての提出は受付け致しません。提出 期限

設計 図書
の 閲 覧

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

ま で

その他

本公告の日から 令和5年9月15日

本公告の日から

令和5年9月25日 午前９時００分

79,295,000

・ 配置予定技術者について、 ３ ヶ 月以上の雇用関係が継続し ている こ と 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項、 津市建設工事
　 総合評価落札方式試行要領、 津市低入札価格調査試行要領のと おり と する 。

低入札価格
調査基準価格

有

　 本件は「 津市低入札価格調査試行要領」 の対象工事と する 。
　 低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者が落札候補者と なった場合においては、 落
札候補者の決定を保留し 、 「 津市低入札価格調査試行要領」 に規定する 低入札価格調査を実施す
る 。
　 低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者に対し て本市から 資料の提出及び事情聴取
の協力の要請があった場合は、 こ れに協力する こ と 。
　 なお、 低入札価格調査基準価格を下回って契約する 場合、 次の事項を適用する 。
・ 監理技術者の資格を有する 専任の担当技術者を１ 名追加し て工事現場に配置する こ と 。
・ 契約保証金を契約金額の１ ０ 分の３ 以上の額と する こ と 。
・ 前払金を契約金額の１ ０ 分の２ 以内の額と する こ と 。

有

失格基準価格 有

　 失格基準価格未満の金額の入札は失格と する 。
　 失格基準価格は、 「 津市低入札価格調査試行要領」 別表第１ の算出方法によ り 算出し た額（ １
万円未満の端数がある と き は、 その端数金額を切り 捨てた額） と する 。
　 ただし 、 ス ク ラ ッ プ評価額が計上さ れている 場合は、 「 津市低入札価格調査試行要領」 別表第
１ の算出方法によ り 算出し た額から 、 ス ク ラ ッ プ評価額を控除し た額（ １ 万円未満の端数がある
と き は、 その端数金額を切り 捨てた額） と する 。

入札方法等

評価項目
算定資料

の提出方法

提出 方法

提出 方法 持参に限る

提 出 先

免 除

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

部 分 払

販 売 店

契約保証金 契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

入札保証金

　 低入札価格調査基準価格を下回る 入札のう ち、 重点的に低入札価格調査を実施する 場合におけ
る 基準価格と し て、 重点調査基準価格を設定する 。
　 重点調査基準価格は、 低入札価格調査基準価格に１ ０ ０ 分の９ ７ を乗じ て得た額（ １ 万円未満
の端数がある と き は、 その端数金額を切り 捨てた額） と する 。

前 金 払 有

開札 日時
及び 場所

予定 価格

重点調査
基準価格

設計 図書
の 購 入

設計図書等
に 関 す る
質 問

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

ま で

必着令和5年9月15日

無

・ 低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者は、 価格その他の条件が本市にと って最も 有利
なも のをも って申込みをし た者であっても 落札者と なら ない場合があり ま す。

閲覧 期間

閲覧 場所

購入 期間

令和5年9月15日

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

提出 期限 令和5年9月6日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和5年9月11日 ホームページにて回答

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛郵 送 先

提出 期限

調達契約課・ 津市ホームページ「 入札情報」

・ 低入札価格調査を経て契約する 場合、 津市公契約条例第６ 条の２ 第１ 項に規定する 労働報酬下限額
の対象案件と なり ま す。
　 労働環境の確保に係る 誓約事項及び令和５ 年度津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュ アルを必
ず確認し てく ださ い。

2／2



津市公告第１３３号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３６条第２項の規定に基づく負傷動物の収容について通知があり

ましたので公告します。 

  令和５年８月３１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その

他 

令和５

年８月

２６日 

津市野田 猫（雑種） サビ 

短 

メス 小 ９１日

以上 

 

２ 収容期間 令和５年９月１日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第１３４号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３６条第２項の規定に基づく負傷動物の収容について通知があり

ましたので公告します。 

  令和５年８月３１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その

他 

令和５

年８月

２９日 

津市久居

北口町 

猫（雑種） キジトラ 

短 

メス 中 ９１日

以上 

 

２ 収容期間 令和５年９月４日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市上下水道事業告示第９号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により、次

の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、津市水道事業指定給水装置工

事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第１号の

規定により告示する。 

  令和５年８月２４日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

名称 所在地 指定の有効期間 

株式会社三重土建 津市久居新町１１２２番８ 令和５年３月１３日から令

和１０年３月１２日まで 

津総合設備株式会

社 

津市南中央２番２６号 令和５年３月２８日から令

和１０年３月２７日まで 

株式会社イーライ

フグループ 

東京都渋谷区南平台町１５

番地１５号 

令和５年４月４日から令和

１０年４月３日まで 

森重工業 津市阿漕町津興１１９３番

地 

令和５年４月１４日から令

和１０年４月１３日まで 

有限会社東海建設

工業 

伊勢市御薗町高向３３１番

地３ 

令和５年４月２５日から令

和１０年４月２４日まで 

ニッカホーム中部

株式会社 

名古屋市緑区相原郷一丁目

２６０９番地 

令和５年５月１６日から令

和１０年５月１５日まで 

株式会社タカ設備

工業 

桑名市大字芳ケ崎１０５６

番地１ 

令和５年６月５日から令和

１０年６月４日まで 

平井建設 津市美里町家所２３９６番

地 

令和５年６月３０日から令

和１０年６月２９日まで 

 



津市上下水道事業告示第１０号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２第１項の規定により、

次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、津市水道事業指定給水装

置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第２

号の規定により告示する。 

  令和５年８月２４日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

名称 所在地 指定の有効期間 

高橋建設有限会社 松阪市大口町３５０番地３ 令和１０年９月２９日ま

で 

鈴建建設株式会社 松阪市舞出町４３８番地の

１８ 

令和１０年９月２９日ま

で 

黒部水道工業所 松阪市西黒部３８３番地１ 令和１０年９月２９日ま

で 

マエダクリーン管

工業有限会社 

松阪市高町１２０番地２ 令和１０年９月２９日ま

で 

株式会社近江建設 津市河芸町東千里５３３番

地の１ 

令和１０年９月２９日ま

で 

有限会社安建 津市南中央４番１５号 令和１０年９月２９日ま

で 

馬路組 鈴鹿市東旭が丘三丁目２０

番７号 

令和１０年９月２９日ま

で 

有限会社光産業 松阪市高須町２８７０番地 令和１０年９月２９日ま

で 

株式会社音羽工業 四日市市智積町１９４１番

地１ 

令和１０年９月２９日ま

で 

有限会社川端工業 鈴鹿市北江島町１１番１１

号 

令和１０年９月２９日ま

で 

株式会社磯田土建 津市美杉町丹生俣１３５８

番地の１ 

令和１０年９月２９日ま

で 



有限会社末崎水道 亀山市能褒野町２４５番地

の２ 

令和１０年９月２９日ま

で 

伊東住設株式会社 伊賀市下柘植５３３番地の

１ 

令和１０年９月２９日ま

で 

宮村設備 亀山市下庄町３００４番地 令和１０年９月２９日ま

で 

長谷川電器株式会

社 

津市城山三丁目４番３８号 令和１０年９月２９日ま

で 

ムラキ設備 度会郡玉城町宮古１４１４

番地４ 

令和１０年９月２９日ま

で 

有限会社森水道 亀山市野村一丁目１番１７

号 

令和１０年９月２９日ま

で 

有限会社幸工業 四日市市三ツ谷町１１番２

０号 

令和１０年９月２９日ま

で 

株式会社大光建設 松阪市嬉野上野町１６１５

番地１ 

令和１０年９月２９日ま

で 

 



津市上下水道事業公告第２４号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和５年８月２１日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

令和5年11月27日

土木一式

所在地要件

まで

下水道工務課

格付要件

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期

その他

本公告の日から 令和5年9月4日

令和5年9月7日 午前9時00分

10,132,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

令和5年8月24日

令和5年8月30日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

令和5年8月21日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

安濃町田端上野地内下水道管更生工事

令和５年度下工維第４号

本管部分補修工（既設管径２５０mm）　３０箇所

支管一体部分補修工（既設本管径２５０ｍｍ　既設取付管径１５０ｍｍ）　７箇所

取付管更生工（既設管径１５０ｍｍ）　３箇所

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和5年9月4日

販 売 店

入札方法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

なし

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

津市 安濃町田端上野

本公告の日から まで

その他要件

専門技術者

同種工事
実績要件

下水道管更生工法及び下水道管部分補修工法の施工技術の
認定証等を有する者（主任技術者・現場代理人と兼務可）

【格付】

【格付】

令和５年度格付区分等業者一覧（土木一式）に登載されていること

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

下水道管部分補修工法（（公財）日本下水道新技術機構による技術審査・証明を得て
いる工法のうち、当該工事の管径及び施工条件等に対応できる工法に限る。）の協会
員であること

技術者要件

設計図書
の 閲 覧

参加資格
に関する
事 項

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和5年9月4日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

下水道管更生工法（（公財）日本下水道新技術機構による技術審査・証明を得ている
自立管工法のうち、当該工事の管径及び施工条件等に対応できる工法に限る。）の協
会員であること

【ﾌﾞﾛｯｸ】



円　（税抜き）

・同種業務実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令
で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄
道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

令和5年9月4日

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

6,420,000

販 売 店

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

提出期限 令和5年8月24日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和5年8月30日 ホームページにて回答

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

無

提出期限

郵 送 先

令和5年9月4日本公告の日から

購入期間

過去１０年間（平成２５年度以降）に履行が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
計画雨水量が８ｍ３／Ｓ以上の雨水ポンプ場（排水機場）の実施設計業務

当該部門
における
営業収入
金額要件

技術者要件

管理技術者

照査技術者

営業収入金額を有すること市内本店又は市内支店等

その他要件

地内津市 桜橋三丁目

令和5年8月21日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

土木関係コンサルタント
登録要件

契約締結の日から 令和6年2月28日 まで

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

下水道

下水道設計

部門

　桜橋ポンプ場

　　機械設計（ポンプ設備）　一式

　　電気設計（ポンプ設置に伴う電気設備）　一式

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※津市発注業務とは調達契約課又は上下水道管理課発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

本公告の日から 令和5年9月4日

免 除

午前9時15分

入札方法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

令和5年9月7日

津市上下水道庁舎２階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士（津市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士

同種業務
実績要件

下水道施設課

令和５年度下施雨ポ補第１－１号

桜橋ポンプ場改築実施設計（詳細）業務委託



円　（税抜き）

無

令和5年8月30日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

・上下水道事業局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会
（小口径管）、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以
下）をいう。

有

空気弁設置工　φ２５ｍｍ　１箇所

不断水仕切弁設置工　φ１５０ｍｍ～φ７５ｍｍ　５箇所

仕切弁設置工　φ１５０ｍｍ～φ５０ｍｍ　３7箇所

令和5年9月6日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年2月26日

配水管布設工　ＤＩＰφ７５ｍｍ　１０５．２ｍ

契約締結の日から

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

現場代理人 常駐配置（専任の監理技術者又は監理技術者補佐と兼務可）

まで工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】【地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

元請けとして、上下水道事業局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道事業指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ１

建設業許可

発注業種 土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

消火栓設置工　単口地下式　４箇所配水管布設工　ＤＩＰφ１５０ｍｍ　２２０．６ｍ

津市 安濃町清水 地内

安濃町清水地内配水管布設工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和5年8月21日

配水管布設工　ＤＩＰφ１００ｍｍ　４６２．４ｍ

配水管布設工　ＰＰφ５０ｍｍ　３３．３ｍ 舗装本復旧工　４，７２９ｍ２

水道工務課

令和５年度水工第１９号

その他

本公告の日から 令和5年9月11日

本公告の日から

令和5年9月14日 午前9時00分

103,720,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和5年9月11日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着令和5年9月11日

・本件は建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行案件です。
　建設キャリアアップ活用モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

部 分 払

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

市内本店

【格付】地 域 ・
格付要件 【ﾌﾞﾛｯｸ】

販 売 店

入札方法

提出期限

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限



有

令和5年9月6日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年1月22日

小型マンホール工　７箇所

契約締結の日から

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

まで

安芸

安芸

【格付】

開札日時
及び場所

予定価格

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提出期限 令和5年8月30日

提 出 先 上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

郵 送 先

開札後に公表（ただし、落札候補者がない場合を除く）

工 期

【地区】

参加資格
に関する
事 項

格付要件

その他要件

【格付】

【地区】

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）
技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ｂ・Ａ２・Ａ１

Ｂ・Ａ２

建設業許可

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

管布設工（管径１５０mm）　３１０ｍ

津市 安濃町曽根 地内 

曽根南処理分区公共下水道工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和5年8月21日

組立マンホール工　６箇所

ます設置工　１６箇所

下水道工務課

令和５年度下工公補第１３号

その他

本公告の日から 令和5年9月11日

本公告の日から

令和5年9月14日 午前9時20分

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市上下水道庁舎２階　入札室

契約保証金

令和5年9月11日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着令和5年9月11日

・本件は予定価格を事後公表（開札後に公表）する試行案件です。

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

入札方法等

無部 分 払

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

河芸・芸濃・美里

市内本店

【格付】

【格付】【地区】地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

販 売 店

入札方法

提出期限

【ﾌﾞﾛｯｸ】

安濃

最低制限価格

設計図書
の 購 入



津市教育委員会告示第８号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年８月１７日 

 

      津市教育委員会教育長 森   昌 彦   

 

１ 招集の日時  

令和５年８月２４日（木） 午前９時から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 

３ 会議の事件  

令和６年度使用小学校用教科用図書の採択について 



津市教育委員会告示第９号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年８月２２日 

 

      津市教育委員会教育長 森   昌 彦   

 

１ 招集の日時  

令和５年８月２９日（火） 午前９時から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 

３ 会議の事件  

令和６年度使用小学校用教科用図書の採択について（継続） 



 

津市監査委員告示第４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項、第５項及び第７

項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定による監査の結果に

関する報告を次のとおり公表する。 

 令和５年８月２３日 

 

      津市監査委員 小 津 直 久   

                               津市監査委員  安 藤 友 昭   

             津市監査委員 安 井 広 伸   

                              津市監査委員 岩 脇 圭 一   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１ 監査の基準 

   監査委員は、津市監査基準（令和２年津市監査委員告示第３号）に準拠 

  して監査を行った。 

 

第２ 監査の種類 

  １ 地方自治法（以下「法」という。）第１９９条第２項に基づく監査

（以下「行政監査」という。） 

  ２ 法第１９９条第５項に基づく監査（以下「随時監査」という。） 

  ３ 法第１９９条第７項に基づく監査（以下「財政援助団体監査」という。） 

 

第３ 監査のテーマ 

  １ 行政監査 

     市に事務局が置かれている任意団体の会計事務について 

  ２ 随時監査 

     工事監査 

  ３ 財政援助団体監査 

     市に事務局が置かれている任意団体への財政援助について 

 

第４ 監査の目的 

１ 行政監査及び財政援助団体監査 

    市から補助金等の財政援助を受けている団体の中には、その補助金等

の交付を所管する部局に当該団体の事務局が置かれ、市職員が事務局員

を兼ねて、会計事務に従事している場合がある。 

    これらの団体は、市の組織とは異なる任意の団体であることから、市

が定める条例、規則・要綱等の規程は適用されず、市として統一された

ルールがない中で、団体独自に運営されているのが実情である。 

    市の組織とは異なる団体の事務ではあるものの、市職員が、公金であ

る補助金等の交付を受けて、団体の資金を管理しており、内部統制上の

視点からすると、潜在的なリスクが存在している。 

そこで、近年、他の自治体において、公金、準公金に係る不祥事が後

を絶たないことも踏まえ、市に事務局が置かれている任意団体における

事件・事故の未然防止及び適正な団体運営に資することを目的として監

査を実施した。 



 

  ２ 随時監査 

    市における工事が、設計、積算、施工等の各段階において、技術面で

適正に施工されているか、調査することを目的として監査を実施した。 

    なお、監査に当たっては、技術的な専門知識を必要とするため、公益

社団法人大阪技術振興協会と工事調査業務委託契約を締結し、技術士の

派遣を求めた。 

 

第５ 監査の対象 

  １ 行政監査及び財政援助団体監査 

    令和５年２月から３月にかけて実施した実態調査により把握した市の

部局内に事務局が置かれ、市職員が会計事務（通帳管理を含む。）に従

事している５４団体のうち、過去の監査の実施状況、決算金額の多寡、

現金預金の管理状況等を総合的に勘案して、次の１５団体を対象とした。 

なお、１５団体のうち、津なぎさまちイメージアップ事業実行委員会 

   については、財政援助（負担金又は補助金）ではなく、市からの委託料

により事業を実施しているため、行政監査のみの対象とした。 

⑴ 対面監査（監査委員質疑実施） 

団体名 所管部局 

津市防犯協会 市民部市民交流課 

津市文化芸術団体連絡協議会 スポーツ文化振興部文化振興課 

津市物産振興会 商工観光部商業振興労政課 

津市農林水産物利用促進協議会 農林水産部農林水産政策課 

津市土地改良事業団体協議会 農林水産部農業基盤整備課 

津なぎさまちイメージアップ事業

実行委員会 
都市計画部交通政策課 

長野川流域環境保全協議会 美里総合支所地域振興課 

津市森林セラピー基地運営協議会 美杉総合支所地域振興課 

津市子ども会育成者連合会 教育委員会事務局生涯学習課 

⑵ 書面監査 

団体名 所管部局 

津市男女共同参画フォーラム実行

委員会 
市民部男女共同参画室 



 

津シティマラソン実行委員会 
スポーツ文化振興部スポーツ

振興課 

津市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部介護保険課 

津の海観光客おもてなし協議会 商工観光部観光振興課 

久居まつり実行委員会 久居総合支所地域振興課 

ふれあいのかおり実行委員会 香良洲総合支所地域振興課 

   ⑶ 対象年度 

     令和２年度から令和４年度まで 

２ 随時監査 

 ⑴ 工事名 

令和２年度営事推継第３５号津市モーターボート競走場競技棟等新  

築その他工事（工事場所：藤方地内） 

⑵ 所管部局 

建設部営繕課及びボートレース事業部事業推進課  

 

第６ 監査の期間 

  １ 行政監査及び財政援助監査 

令和５年４月１２日から同年７月１０日まで 

  ２ 随時監査 

    令和５年４月１９日から同年７月１０日まで 

第７ 監査の方法 

監査の方法は、監査の種別ごとに主に次の諸点に着眼し、監査対象部

局から提出を受けた関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に説明

を求めた。 

    また、随時監査にあっては、所管部局から提出を受けた資料のほか、

設計に係る計画、積算、契約、施工計画、施工管理、出来形等の関係書

類を調査するとともに、現地調査を実施し、所管部局の職員及び工事請

負業者に説明を求めた。 

１ 行政監査 

   ⑴ 団体の現金等の管理は適正か。 

⑵ 団体に必要な諸規程が制定されているか、その内容は適正なものか。 

   ⑶ 団体の会計事務及びそのチェック体制は適切か。 



 

   ⑷ 市が団体の事務局を担う必要性があるか。 

  ２ 財政援助団体監査 

   ⑴ 補助金等交付対象事業は、事業計画、補助金等の交付条件に従って

実施されているか。 

⑵ 補助金等に係る会計処理及び精算は、適正に行われているか。 

⑶ 関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

  ３ 随時監査 

   ⑴ 仕様書、図面及び設計図書は、適切に作成されているか。 

   ⑵ 積算の数量及び金額は、正確で、算出根拠は、明確となっているか。 

   ⑶ 施工計画は、適切に作成され、工程管理は、適切に行われているか。 

   ⑷ 各種検査、材料試験等は、適切に行われ、記録は整備・記帳されて 

    いるか。 

   ⑸ 現場の安全管理及び現場周辺への安全対策は、適切に行われている 

    か。 

 

第８ 監査の区分                            

   監査の結果については、次の区分を用いて講評するものとした。 

  １ 勧告 

    法令、要綱等に反するとともに、故意又は重大な過失により著しく適 

正を欠く事項で、特に措置を講ずる必要があると認められるもの 

  ２ 指摘 

   ⑴ 法令、要綱等に明らかに反していると認められるもの 

⑵ 法令、要綱等に反してはいないものの、経済性、効率性及び有効性 

の観点に著しく反していると認められるもの 

  ３ 意見 

    経済性、効率性及び有効性の観点から改善が必要と認められるもの  

 

第９ 行政監査及び財政援助団体監査の結果 

  １ 津市防犯協会（市民部市民交流課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１８年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 



 

      市民の防犯意識を向上させるとともに、各種防犯活動を通じて安

全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。 

    エ 会員数等：２１団体 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き机 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：３人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：無し 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 負担金の名称：津市防犯協会負担金 

    イ 令和５年度予算額：８，８４０，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：８，９１８，１７３円 

      （うち負担金：８，８４０，０００円） 

    イ 支出総額：８，８６６，６５２円 

    ウ 収支差引：５１，５２１円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 行政監査 

      監査した限りにおいて、当該団体の会計事務が正確かつ適正に行

われていると認められた。 

    イ 財政援助団体監査 

監査した限りにおいて、当該団体の負担金に係る出納その他の事 

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているものと認 

められた。 

  ２ 津市文化芸術団体連絡協議会（スポーツ文化振興部文化振興課） 

⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１８年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 



 

      津市における文化・芸術・芸能の振興とその普及を図るとともに、

各種文化団体相互の協力と理解を深め、市民文化の向上に寄与す

ることを目的とする。 

    エ 会員数等：１０団体 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：２人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 補助金の名称：津市文化芸術団体連絡協議会補助金 

    イ 令和５年度予算額：２，２００，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：２，８４３，６１６円 

     （うち補助金：２，１４２，７４３円） 

    イ 支出総額：２，８４２，１６１円 

    ウ 収支差引：１，４５５円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 行政監査 

      監査した限りにおいて、当該団体の会計事務が正確かつ適正に行

われていると認められた。 

    イ 財政援助団体監査 

監査した限りにおいて、当該団体の補助金に係る出納その他の事 

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているものと認 

められた。 

  ３ 津市物産振興会（商工観光部商業振興労政課） 

⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１８年 

    イ 規約等の有無：有り 



 

    ウ 設立目的 

      市の物産及び特産物に関する調査、研究を行い、内外にわたる宣 

伝紹介及び斡旋を行い、その販路の拡張を図り、もって本市の産業  

の発展に寄与することを目的とする。 

    エ 会員数等：約１００団体 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：５人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

⑶ 財政援助の内容 

    ア 補助金の名称：津市商工業振興等関係補助金（地場産業振興事業

補助金） 

    イ 令和５年度予算額：３，０６５，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：６，５４６，２４３円 

     （うち補助金：１，４００，０００円） 

    イ 支出総額：３，２３３，１６８円 

    ウ 収支差引：３，３１３，０７５円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

     市が補助すべき金額の精査について（意見） 

     津市物産振興会の繰越金の額については、令和元年度末では、１１ 

７万４，９５９円であったものが、令和４年度末では、３３１万３， 

０７５円となっており、３年間で繰越金が２１３万８，１１６円増加 

している。 

  繰越金が増加している主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影

響によるイベントの中止等で、補助金の交付決定額を減額する変更交

付申請がなされているものの、事業費に対して出店料・協賛金等、市

からの補助金の順で充当し、その残りの額に会費収入を充当している



 

ため、充当しきれなかった会費が余剰金となったことによるものであ

る。 

本来補助金は、団体が実施する事業に公益性を認めて、事業費の一 

部を支援するものであることから、市との共催に係る事業であっても、 

会費等による自主財源がある場合には、真に支援が必要な額を十分に 

精査した上で補助金を交付されたい。 

４ 津市農林水産物利用促進協議会（農林水産部農林水産政策課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成２３年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      本市の安全・安心な農林水産物の生産力を高め、生産者と消費者 

     との信頼関係を深めつつ、市内で生産された農林水産物の市内での 

     消費拡大を図るとともに、その特産品化を推進することにより、農 

林水産業の経営の安定化と地域の活性化に寄与することを目的とす  

る。  

    エ 会員数等：２５人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：有り 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き手提げ金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：３～４人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 負担金の名称：協議会負担金 

    イ 令和５年度予算額：２，１０４，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：２，０５４，１１２円 

     （うち負担金：１，６５４，０００円） 

    イ 支出総額：１，７１４，９３０円 



 

    ウ 収支差引：３３９，１８２円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 行政監査 

      監査した限りにおいて、当該団体の会計事務が正確かつ適正に行

われていると認められた。 

    イ 財政援助団体監査 

監査した限りにおいて、当該団体の負担金に係る出納その他の事 

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているものと認 

められた。 

  ５ 津市土地改良事業団体協議会（農林水産部農業基盤整備課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成２０年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、その共同の利益 

を増進するとともに、本市における創造的な地域づくりの展開に寄  

与することを目的とする。 

    エ 会員数等：２５団体 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き机 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：３人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：無し 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 補助金の名称：津市土地改良事業団体協議会補助金 

    イ 令和５年度予算額：２，４２０，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：６，０３９，６９５円 

     （うち補助金：１，９７１，２１５円） 



 

    イ 支出総額：３，９４２，４３１円 

    ウ 収支差引：２，０９７，２６４円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 補助対象経費の明確化及び事業成果確認の徹底について（意見） 

      一般的に食糧費は補助対象経費として認められていないが、津市 

土地改良事業団体協議会補助金に係る事業として令和４年度に実施  

した視察研修の費用に、１８人分の食事代６万３，０００円（１人  

当たり３，５００円）が含まれており、全額が補助対象経費とされ  

ていた。 

      しかしながら、同協議会から提出された実績報告書には当該研修 

の成果を示した資料は添付されておらず、補助金交付確定の審査に 

おいて、当該経費を補助対象として認めた経緯についても明確にさ 

れていなかった。 

研修に対する補助金の交付に当たっては、補助事業の内容に疑念 

を招かないよう、対象経費の判断基準を明確にするとともに、事業 

成果の確認を徹底されたい。 

    イ 市が補助すべき金額の精査について（意見） 

      津市土地改良事業団体協議会の繰越金の額については、令和元年

度末では５０万７，５２７円であったものが、令和４年度末では

２０９万７，２６４円となっており、３年間で繰越金が１５８万

９，７３７円増加している。 

      繰越金が増加している主な要因は、事業費の２分の１の額に市か 

らの補助金を充当し、残りの額に会費収入等を充当しているため、 

充当されなかった収入額が余剰金となったことによるものである。  

 本来補助金は、団体が実施する事業に公益性を認めて、事業費の 

一部を支援するものであることから、会費等による自主財源がある 

場合には、真に支援が必要な額を十分に精査した上で補助金を交付

されたい。 

  ６ 津なぎさまちイメージアップ事業実行委員会（都市計画部交通政策課）  

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成２０年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 



 

      津なぎさまちを海に親しみながら集い賑わう交流拠点とするため、 

年間を通じて継続的に事業展開することで、津なぎさまちのイメー   

ジアップと賑わいの創出を図ることを目的とする。 

    エ 会員数等：６人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：３人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

⑶ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：１，８８６，６６９円 

     （うち委託料：１，７９９，６００円） 

    イ 支出総額：１，８０５，１８２円 

    ウ 収支差引：８１，４８７円（次年度繰越金） 

   ⑷ 講評 

      行政監査 

      監査した限りにおいて、当該団体の会計事務が正確かつ適正に行

われていると認められた。 

  ７ 長野川流域環境保全協議会（美里総合支所地域振興課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１８年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      美里町地内の長野川流域の環境保全と同町地内に存する津市所有

の水道水源かん養林の保全を図ることを目的とする。 

    エ 会員数等：２１人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き手提げ金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 



 

    エ 従事する職員数：１人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：無し 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 負担金の名称：地域かがやきプログラム事業負担金（美里水源の

森事業） 

    イ 令和５年度予算額：４００，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：３，９０７，９９０円 

      （うち負担金：７５０，０００円） 

    イ 支出総額：３，８８８，９４４円 

    ウ 収支差引：１９，０４６円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 所得税等の源泉徴収について（指摘） 

協議会は、市が委託している美里水源の森維持管理に係る見回り 

業務等に対する賃金、イベントにおける各種労務費及び講師謝金を

支払っているが、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収していなか 

った。任意団体であっても、所得税法上の源泉徴収義務者となるこ

とから、適正な源泉徴収事務を行われたい。 

    イ 協議会への財政援助の在り方の検討について（意見） 

      長野川流域環境保全協議会に対しては、市が美里水源の森事業へ

の負担金を支出しているが、負担金の根拠及び負担割合が覚書など

により明文化されていないため、これを明確にされたい。 

また、協議会は、組織の強化・充実を図るため、令和５年度中に、

ＮＰＯ法人化を予定していることから、これを機に、団体の自立に

向けた財政援助の在り方について検討されたい。 

  ８ 津市森林セラピー基地運営協議会（美杉総合支所地域振興課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成２０年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 



 

      津市森林セラピー基地の地域に根ざした発展と定着による集客拡 

     大により美杉地域の活性化と振興を図ることを目的とする。 

    エ 会員数等：９０人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：２人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 負担金の名称：森林セラピー基地運営協議会負担金 

    イ 令和５年度予算額：２，０００，０００円 

ウ 今後の方向性：縮小 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：４，９８４，４７２円 

     （うち負担金：２，０００，０００円） 

    イ 支出総額：２，８５８，９２５円 

    ウ 収支差引：２，１２５，５４７円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 所得税等の源泉徴収について（指摘） 

      津市森林セラピー基地運営協議会内部規程に基づき、森林セラピ 

スト・森林セラピーガイドに対し、イベント実施の都度、役割に応  

じた単価の報酬を支払っているが、所得税及び復興特別所得税を源  

泉徴収していなかった。任意団体であっても、所得税法上の源泉徴  

収義務者となることから、適正な源泉徴収事務を行われたい。 

    イ 市が負担すべき金額の精査について（意見） 

市は津市森林セラピー基地運営協議会に対し、令和２年度から４ 

年度まで、毎年度２００万円の負担金を支出しているが、同協議会 

における繰越金の額は、令和元年度末時点では１１８万４，０９４ 

円であったものが、令和４年度末では２１２万５，５４７円となっ 

ており、３年間で９４万１，４５３円増加していた。 



 

      負担金の財源には、過疎対策事業債が全額充てられているもので 

あり、市として真に負担すべき金額を精査の上、事業効果を高める 

予算執行に努められたい。 

    ウ 協議会の自立に向けた支援の在り方の検討について（意見） 

      津市森林セラピー基地運営協議会規約において、事務局員は会長 

が会員の中から任命するものとされており、美杉総合支所（地域振 

興課地域振興担当）に対しては、協議会が設置する検討会への協力 

支援を求めることができるものとされている。 

      しかしながら、美杉総合支所が会計事務、備品管理などの事務局 

機能を担っているのが実態である。 

      令和５年は、同協議会が発足して１５周年の節目を迎えているの 

を機に、財政援助、事務局機能の両面から、同協議会の自立に向け  

た支援の在り方について検討されたい。 

  ９ 津市子ども会育成者連合会（教育委員会事務局生涯学習課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１８年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      津市内の「子ども会育成者連絡協議会」の活動を尊重しつつ、連 

絡協議をおこなうことや、統一的な活動と相互の研修の場をつくり、  

津市内の子ども会発展に力をあわせることを目的とした連合組織

とする。 

    エ 会員数等：６，４７４人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き机 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：２人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 補助金の名称：津市子ども会育成者連合会活動補助金 



 

    イ 令和５年度予算額：７，３５０，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：４，４３４，３４８円 

     （うち補助金：４，０９２，５４１円） 

    イ 支出総額：４，４０７，９３９円 

    ウ 収支差引：２６，４０９円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 所得税等の源泉徴収について（指摘） 

      子ども会大会における体験活動の講師として個人に謝金を支払っ 

ているが、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収していなかった。 

      任意団体であっても、所得税法上の源泉徴収義務者となることか

ら、適正な源泉徴収事務を行われたい。 

    イ 補助事業における業者選定について（意見） 

      令和２年度から４年度までの３年間に１５４万５，６１９円の物 

品を発注しているが、そのうち１３９万７，４０５円を同一業者に  

発注していた。 

      補助対象経費には補助金が充当されていることから、特定の業者 

を優遇しているとの疑念を招かないよう、業者の選定方法を見直さ 

れたい。 

    ウ 補助事業の計画的な遂行について（意見） 

 令和３年度の津市子ども会育成者連合会活動補助金については、

５７４万８，０４６円の事業費に対し、５４０万円が交付されてい

る。このうち、９４万２０５円については、年度末の令和４年３月

３０日と３１日の２日間に郵便切手と各種の物品を購入するために

支出されていたが、全ての納品書に日付が記入されていなかった。 

 補助金の交付金額を減額されないために物品等を購入したとの疑

念を招かないよう、計画的に事業を遂行するとともに、購入日を明

確にした書類の管理を徹底されたい。 

    エ 補助事業に係る自主財源の確認の徹底について（意見） 

      津市子ども会育成者連合会活動補助金における補助事業のうち、 

令和３年度に実施された秋の体験活動事業については、参加者から  

参加費として２４万円を徴収しているが、他の事業に充当していた。 



 

      補助金交付確定当たっては、事業に係る自主財源の有無について

も十分に確認し、適正な審査を徹底されたい。 

  10 津市男女共同参画フォーラム実行委員会（市民部男女共同参画室） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１８年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      男女共同参画社会の形成の促進を図るため、津市男女共同参画フ  

ォーラムの開催に関し、津市と協働して企画及び運営等を行うこと 

を目的とする。 

    エ 会員数等：２０人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き机 

    ウ キャッシュカードの有無：有り 

    エ 従事する職員数：３人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 負担金の名称：男女共同参画フォーラム開催負担金 

    イ 令和５年度予算額：３５０，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：４８１，０５５円 

     （うち負担金：３５０，０００円） 

    イ 支出総額：４２０，９８４円 

    ウ 収支差引：６０，０７１円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

      次年度への繰越金の精査について（意見） 

津市男女共同参画フォーラム実行委員会は、令和３年度と令和４

年度に市から３５万円の負担金の交付を受けている。 

令和３年度同委員会の事業費は２４万１，９０９円となり、負担



 

金の交付額に対し余剰金が発生したが、これを戻入することなく全

額を令和４年度に繰り越していた。 

また、令和４年度においても、令和５年３月中旬までの事業費は

負担金の交付額を下回る２７万９，０８４円であったが、同実行委

員会の当初予算では購入予定がなかったノートパソコンとウィルス

ソフトを令和５年３月３０日に購入し、振込手数料を含めて１４万

１，９００円を執行したことで、最終的な事業費が、負担金の交付

額を上回ることになった。 

負担金の交付金額を減額されないために備品を購入したとの疑念

を招かないよう、次年度に予算を繰り越す場合には使途を明確にし

た上で適切な時期に執行するとともに、明確な支出予定がない場合

は、市として負担金の戻入処理をするよう徹底されたい。 

  11 津シティマラソン実行委員会（スポーツ文化振興部スポーツ振興課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１８年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      津シティマラソン大会の円滑な運営に関し、必要な事業を行うこ

とを目的とする。 

    エ 会員数等：１０人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：３人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 

    ア 補助金の名称：津市スポーツ振興事業補助金（津シティマラソン

振興事業） 

    イ 令和５年度予算額：１５，２１７，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 



 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：２７，０７６，６５０円 

     （うち補助金：１２，３４７，２４１円） 

    イ 支出総額：２７，０７６，６５０円 

    ウ 収支差引：０円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 行政監査 

      監査した限りにおいて、当該団体の会計事務が正確かつ適正に行

われていると認められた。 

    イ 財政援助団体監査 

監査した限りにおいて、当該団体の補助金に係る出納その他の事 

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているものと認 

められた。 

  12 津市福祉有償運送運営協議会（健康福祉部介護保険課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１９年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      道路運送法の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を

通じ、津市の住民の福祉の向上を図り、もって公共の福祉の増進を

図るため、福祉有償運送の必要性及びこれらを行う場合における旅

客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のため

に必要となる事項を協議することを目的とする。 

    エ 会員数等：１４人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き手提げ金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：３人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：無し 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 



 

    ア 負担金の名称：福祉有償運送運営協議会負担金 

    イ 令和５年度予算額：１３０，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：２５１，７８５円 

     （うち負担金：１３０，０００円） 

    イ 支出総額：１８４，４４０円 

    ウ 収支差引：６７，３４５円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 行政監査 

      監査した限りにおいて、当該団体の会計事務が正確かつ適正に行

われていると認められた。 

    イ 財政援助団体監査 

監査した限りにおいて、当該団体の負担金に係る出納その他の事 

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているものと認 

められた。 

  13 津の海おもてなし協議会（商工観光部観光振興課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成２７年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      御殿場海岸及び香良洲海岸の周辺地域等における観光客へのおも

てなしを目的とする。 

    エ 会員数等：６人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：１人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：有り 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 



 

    ア 負担金の名称：津の海運営事業負担金 

    イ 令和５年度予算額：１０，０００，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：９，３０５，０４６円 

     （うち負担金：９，２９１，４６５円） 

    イ 支出総額：９，３０５，０４６円 

    ウ 収支差引：０円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

      所得税等の源泉徴収について（指摘） 

      御殿場海岸海水浴場において、遊泳期間中の救護に当たる看護師 

に対し、日額単価により、従事日数に応じた報償費を支払っている  

が、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収していなかった。 

任意団体であっても、所得税法上の源泉徴収義務者となることか  

ら、適正な源泉徴収事務を行われたい。 

  14 久居まつり実行委員会（久居総合支所地域振興課） 

   ⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成２０年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      久居まつりの開催を通じ、市民の健全なレクリエーションの推進

及びふれあい交流機会の拡充並びに市商工業及び農林業の振興を図

ることを目的とする。 

    エ 会員数等：１６人 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：４人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：無し 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

   ⑶ 財政援助の内容 



 

    ア 補助金の名称：地域かがやきプログラム事業補助金（久居まつり

事業） 

    イ 令和５年度予算額：１７，９５２，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：３，０８７，６４３円 

     （うち補助金：２，６００，０００円） 

    イ 支出総額：３，０７０，９９８円 

    ウ 収支差引：１６，６４５円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

      文書郵送料の市費負担について（指摘） 

久居まつり実行委員会の業務において必要となる文書の郵送につ

いて、令和２・３年度は事業を中止・規模縮小したため郵送した文

書はなかったが、令和４年度は秋のまつりに係る市議会議員への案

内通知について、市の業務として取り扱い、市が文書郵送料を負担

していた。 

  今後は、市の業務と団体の業務を明確に区別し、団体が負担すべ

き費用を市が負担することがないよう徹底されたい。 

  15 ふれあいのかおり実行委員会（香良洲総合支所地域振興課） 

⑴ 団体に関する事項 

    ア 設立時期：平成１７年 

    イ 規約等の有無：有り 

    ウ 設立目的 

      香良洲町の自然の保全と住民同士のふれあい交流の機会を図るこ

とを目的とする。 

    エ 会員数等：１０団体 

   ⑵ 経理事務処理に関する事項 

    ア 経理規程等の有無：無し 

    イ 通帳・現金の保管方法：鍵付き金庫 

    ウ キャッシュカードの有無：無し 

    エ 従事する職員数：３人 

    オ 支出伺い決裁の有無：有り 

    カ 職員による立替払の有無：無し 



 

    キ 市外部の会計監査の有無：有り 

⑶ 財政援助の内容 

    ア 補助金の名称：地域かがやきプログラム事業補助金（ふれあいの

かおり事業） 

    イ 令和５年度予算額：３，０８０，０００円 

ウ 今後の方向性：継続 

⑷ 収支決算の状況（令和４年度） 

    ア 収入総額：３，２１６，００５円 

     （うち補助金：３，０８０，０００円） 

    イ 支出総額：３，１８７，３５１円 

    ウ 収支差引：２８，６５４円（次年度繰越金） 

   ⑸ 講評 

    ア 行政監査 

      監査した限りにおいて、当該団体の会計事務が正確かつ適正に行

われていると認められた。 

    イ 財政援助団体監査 

監査した限りにおいて、当該団体の補助金に係る出納その他の事 

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているものと認 

められた。 

 

第10 随時監査の結果 

  １ 工事名：令和２年度営事推継第３５号 

        津市モーターボート競走場競技棟等新築その他工事 

（建設部営繕課及びボートレース事業部事業推進課） 

  ２ 請負業者名：前田・安濃特定建設工事共同企業体 

  ３ 契約の種別：条件付一般競争入札 

  ４ 入札参加業者数：６者 

  ５ 契約年月日：令和２年１２月９日 

  ６ 工期 

⑴  当初  令和２年１２月９日から令和７年１月１４日まで 

⑵ 変更後 令和２年１２月９日から令和７年３月１４日まで 

  ７ 契約金額（令和５年３月３１日現在） 

⑴ 当初  ３，５２２，１２３，０００円 



 

⑵ 変更後 ３，８８７，９２８，０００円 

８ 実施進捗率：２８．８％（令和５年３月３１日現在） 

  ９ 講評 

     工事調査業務委託契約による調査の結果、監理・監督業務において、

総括的には良好であると認められた。 

なお、現地調査実施時には、作業員の墜落防止及び物の落下防止

措置がなされていない箇所があったことや、建設業許可票の監理技

術者、主任技術者の資格者交付番号欄に誤った番号が記載されてい

たことから、残る工期においては、本件監査結果を十分に踏まえた

上で、適正な施工管理に努められたい。 

   

第11 結び 

   監査の結果に基づき、総括としての意見を述べて、本件監査の結びとす

る。 

  １ 市の事務と団体事務の整理について 

対面監査を実施した所属との質疑を通じて、対応した職員からは、団

体の事務局員としての立場と市職員としての立場のどちらの立場で業務

を行っているか、明確に区別している様子はうかがえなかった。 

    監査対象とした団体の中には、市の業務と密接に関係し、共同して事

業を実施している団体があり、市の業務として整理できる団体がある一

方で、市の本来業務との関係性が希薄で、市の業務として整理するのは

難しい団体も見受けられた。 

職員には、地方公務員法第３５条に定める職務に専念する義務が課さ

れているが、今回監査の対象とした団体の事務に従事するに当たり、任

命権者から、その義務の免除の承認を得ている所属はなかった。 

    今回の監査対象とした所属のみならず、任意団体の事務局が置かれて

いる所属においては、団体の事務が市の業務として整理できない場合、

公務上の責任の範囲を明確化する観点からも、職務専念義務の免除の承

認を得ておくことが望ましい。 

  ２ 職員による立替払について 

    監査対象とした１５団体のうち半数を超える９団体において、団体の 

   事業に要する経費を職員が立て替えていることが確認された。 

    事業実施に当たり、急に物品等の調達が必要となることはあり得るこ 



 

   とから、団体事務においては、職員による立替払を完全に否定するもの

ではないが、立替払には、他の自治体における不祥事の例からも、調達

業者と職員との間で不正が働く余地があり、リスクの高い会計事務と言

える。 

また、監査結果において指摘等には至らなかったものの、職員個人の

クレジットカードや電子マネーによる立替払、現金払においても、店舗

に応じたポイントを取得しているものが見受けられた。 

    デジタル社会の進展により、キャッシュレス決済が急速に普及し、各

種のポイントが自然と付与される環境になっていることから、意図せず

ポイントを得てしまう側面もあろうが、結果として、立替払の精算を通

じて、準公金により職員が金銭価値を有する個人的な利益を得ているこ

とになり、適切な会計事務であるとは言えない。 

職員が公金を利用して私的な利益を得ているとの疑念を招かないよう、

時間に余裕を持った計画的な会計事務の執行により、ポイント制度の対

象となるクレジットカードや電子マネーによる立替払、現金払であって

も、店舗に応じたポイントを取得する立替払は厳に慎むよう徹底された

い。 

  ３ 繰越金の取扱いについて 

    監査結果において、意見に至った団体もあったが、市からの財政援助

の金額、団体の事業規模から考えると、多額の繰越金を有している団体

が見受けられた。 

    これらの団体には、市からの財政援助のほかに、会費収入やイベント

参加料等の収入があるため、一概に市からの財政援助の資金が繰越金と

して滞留しているとは言えないが、収入の性質から考えると、事業費に

充てられるべきものが滞留していることになり、実質的に、繰越金には

市からの財政援助の資金が多く含まれているものと推察される。 

    この要因として、団体の会費等の収入をどの費用に充てるのか、団体

の中で明確になっておらず、１年間の事業費が市からの財政援助の金額

を上回りさえすれば良いという、事務局を担う市と団体の間における前

例を踏襲した緊張感のない関係が背景にあると強く感じたところである。 

    団体にとって、十分な繰越金があることは、安定的で柔軟な事業運営

ができる利点はあるものの、その原資が公金であるならば、毎年度の決

算において余剰金（次年度繰越金）が生じた場合、補助金であれば、交



 

付決定額を減額する変更交付申請を行うこと、負担金であれば、負担金

額の精算による戻入処理を行うことが望ましい。 

    また、他の自治体における不祥事にも見られるように、多額の繰越金、

すなわち多額の現金預金が手元にあることを認知していると、同一の職

員が長年担当している場合や、担当職員が交代した場合などに、団体資

金からの一時借用や、横領等が発生するリスクが高まる。 

    こうしたリスクを低減する観点から、できる限り繰越金を少なくする

決算に努めること、一時的に多額の繰越金が発生した場合は、市が真に

財政援助すべき金額を精査し、次年度以降の事業費の財源に活用するな

ど、繰越金の早期解消に努められたい。 

  ４ 通帳残高の適時適切な確認について 

    監査対象とした団体の通帳については、大型金庫や手提げ金庫など、

いずれも鍵付きの場所に保管されており、概ね適正に管理されていた。 

    また、通帳残高についても、定期的な残高照合や、支出伺い決裁に通

帳写しを添付して確認しているなど、組織としてのチェック機能が働い

ている団体も見受けられた。 

他の自治体での事件・事故の多くは、通帳への出入金の管理を担当者

任せにし、組織としての通帳残高のチェックが疎かになっていたことに

より発生している。 

通帳の管理責任者は、任意団体の会計事務にはリスクがあるという前

提に立ち、今後も適時適切な通帳残高の確認に努められたい。 

  ５ 備品台帳の整備及び行政財産の目的外使用許可等について 

    監査を通じて、監査対象とした団体における備品や物品の管理方法を

確認したところ、市の備品等と区別できるよう団体名が記載されたラベ

ルを貼付するなど、適正に管理されている団体がある一方で、団体にお

いて購入する必要性に疑義があるものや、備品台帳を整備していないな

ど、十分に管理されているとは言えない団体も見受けられた。 

    また、団体として行政財産の目的外使用許可を得ることなく、市有施

設の一区画を間借りして、事業実施に必要となる備品等を継続的に保管

している団体も見受けられた。 

団体での備品等の購入は、市で購入するよりも、予算措置、契約事務

において融通が利きやすいため、市の業務への流用や、職員による私物

化などのリスクが潜在している。 



 

市民から見れば、市の備品等も団体の備品等も、市有施設に保管され

ていれば、市が公金で購入した備品等であり、適正な管理が求められる

のは言うまでもない。 

市と団体の備品等を明確に区別した上で、市の規程に準じた備品台帳

を整備するとともに、その保管に市有施設の一定面積を必要とする場合

は、行政財産の目的外使用許可を得るなど、適正な管理に努められたい。 

  ６ 適正な決算及び会計監査による団体運営について 

    監査対象とした団体の多くは、適正に会計監査を行っていたが、規約

や会則に監事に係る規定がない団体、会計年度が終了する前に会計監査

を行っている団体、会計年度終了日の３月３１日に会計監査を行ってい

る団体も見受けられた。 

    決算及び会計監査の目的は、会計年度が終了する３月３１日時点にお 

ける団体の財務状況を明らかにし（決算書の作成）、４月１日以降に、

監事が、その内容を監査することで、会計事務の正確性・適正性を担保

することにある。決して会計事務を担う事務局が、決算内容を監事に報

告し、会計年度内に署名、捺印をもらうことが目的ではない。 

 また、会計監査以前の問題として、事務費として計上すべき費用を誤 

って事業費に計上していた団体や、一括発注したと思われる物品を分割

納品により伝票処理していた団体もあった。これらは、実態を反映して

おらず、会計に求められる真実性の原則に反するものである。 

    市からの財政援助を受けている団体においては、公金をどのような目

的に、いくら使ったのか、市民への説明責任を果たす観点からも、団体

における決算及び会計監査の意義、重要性を再認識し、適正な団体運営

に努められたい。 

                             以上 


